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世
紀
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。

一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
近
代
主
権
国
家
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
際
関
係
（
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
・
シ
ス
テ

ム
）
が
成
立
し
た
。
さ
ら
に
産
業
革
命
、
市
民
革
命
（
特
に
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
）

六

の
後
に
は
、
成
員
が
「
国
民
」
と
し
て
の

一
体
感
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
政
治
的
単
位
と
言
語
・
文
化
的
単
位
の
一
致
を
志
向
す
る
「
国
民
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
出
現
し
た
。

二
0
世
紀
に
入
る
と
「
一
民
族
・
一
国
家
」
の
「
民
族
自
決
」
の
原
則
の
下
、
国
民
国
家
は
欧
州
以
外
の
地
域
で
も
急
増
し
、
世
界
中
に

広
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
民
国
家
の
時
代
は
近
代
の
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
二

0
世
紀
は
ま
さ
に
国
民
国
家
の

し
か
し
近
年
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
外
側
と
内
側
の
両
方
か
ら
揺
る
が
す
よ
う
な
動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
議
論
が
聞

か
れ
る
。
そ
う
し
た
動
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、

E
u統
合
の
よ
う
な
国
民
国
家
を
越
え
た
広
域
的
秩
序
形
成
の
動
き
、
多
く
の
国
で
見

ら
れ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
地
域
主
義
の
台
頭
が
挙
げ
ら
れ
る
。
外
側
か
ら
の
動
き
で
は
、
冷
戦
終
結
あ
た
り
か
ら
加
速

度
的
に
勢
い
を
増
し
て
き
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
の
傾
向
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
モ
ノ
・
ヒ

ト
・
カ
ネ
・
企
業
・
情
報
な
ど
が
簡
単
に
国
境
を
越
え
る
情
況
を
つ
く
り
出
し
た
。
こ
の
た
め
、
国
境
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
領
土
を
前

提
と
す
る
近
代
国
家
の
主
権
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
国
家
の
存
立
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

E
・
ゲ
ル
ナ
ー
や
E
・
ア

ラ
ー
ト
ら
は
、
国
民
国
家
は
工
業
社
会
に
適
合
し
た
国
家
形
態
で
あ
り
、
ポ
ス
ト
工
業
社
会
と
呼
ば
れ
る
段
階
に
入
れ
ば
国
民
国
家
は
存

立
の
根
拠
を
失
う
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
民
国
家
や
（
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
心
と
し
て
の
）

は
、
国
民
国
家
を
越
え
た
超
国
家
的
な
政
治
単
位
の
樹
立
を
必
要
に
す
る
一
方
で
、
他
方
で
は
国
民
国
家
よ
り
も
小
さ
い
単
位
で
あ
る
エ

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

は

じ

め

に

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
性
の
低
下

（
九
二
三
）



先
鋭
化
し
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
連
邦
化
を
迫
ら
れ
、

由
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
五
一
巻
五
号

ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
台
頭
さ
せ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
国
民
国
家
は
神
な
き
時
代
、
近
代
に
お
け
る
「
宗
教
の
代
用

物
」
で
も
あ
り
、
人
々
に
と
っ
て
主
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
、
帰
属
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
国
民
国

る
よ
う
に
な
り
、

家
の
正
当
性
が
低
下
す
る
と
す
れ
ば
、
人
々
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
を
国
民
国
家
に
で
は
な
く
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
な
ど
に
求
め

(
1
)
 

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
は
次
の
三
つ
の
テ
ー
ゼ
に
集
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

（
九
二
四
）

一
、
国
民
国
家
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
衰
退
し
つ
つ
あ
る
。

E
u統
合
の
よ
う
な
動
き
も
こ
う
し
た
動
向
と
関
係
が
あ
る
。

二
、
こ
の
た
め
、
国
民
国
家
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
し
て
も
弱
体
化
し
つ
つ
あ
る
。

三
、
近
年
顕
著
に
な
っ
て
い
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
こ
の
よ
う
な
動
き
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
は
疑
問
も
提
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
果
た
し
て
国
民
国
家
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

拠
り
所
と
し
て
も
）
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
の
か
、

か
、
ま
た
国
民
国
家
と

E
u
の
よ
う
な
超
国
家
的
政
治
単
位
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
ベ
ル
ギ
ー
の
政
治
史
と
現
在
の
欧
州

(
E
U
圏
）
を
見
な
が
ら
検
証
し
、
上
に
挙
げ
た
三
つ
の
疑
問

に
対
す
る
解
答
を
試
み
、
国
民
国
家
の
現
状
に
関
す
る
―
つ
の
見
方
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
を
特
に
取
り
上
げ
る
理

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
以
前
か
ら
続
い
て
き
た
オ
ラ
ン
ダ
語
系
フ
ラ
マ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
語
系
ワ
ロ
ン
と
い
う
二
つ
の
言
語
集
団
間
の
対
立
が

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
ベ
ル
ギ
ー
の
一
連
の
動
き
を
、

関
法

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
動
き
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
な
の

一
九
九
三
年
に
連
邦
制
に
移
行
し
た
。
連
邦
化
は
言
語
集
団
間
対
立
を
解
決
す
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
台
頭
の
動
き
の
一
っ
と
し
て
見

六
四



1
 

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
国
民
国
家
の
成
立
と
変
容

た
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

六
五

る
見
方
も
存
在
す
る
。
ま
た
連
邦
化
後
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
言
語
集
団
・
地
域
が
自
立
化
し
、
国
民
国
家
と
し
て
の
形
態
は
大
き
く
変
容
し

て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
ベ
ル
ギ
ー
は
超
国
家
的
政
治
単
位
で
あ
る

E
U
圏
内
に
位
置
し
、

E
U
圏
内
に
お
い
て
国
際
化
が
非
常
に
進

ん
だ
国
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
を
見
て
い
く
こ
と
で
、

ロ
ー
バ
ル
化
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
）
超
国
家
的
政
治
単
位
と
の
関
係
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
民
国
家
の
関
係
を
も

考
え
る
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
や
国
民
国
家
と

本
稿
で
は
ま
ず
、
事
例
と
し
て
の
ベ
ル
ギ
ー
を
政
治
史
的
に
概
観
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。
ベ
ル
ギ
ー
が
建
国
に
よ
っ
て
国
民
国

家
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
議
論
か
ら
始
ま
り
、
ベ
ル
ギ
ー
国
民
国
家
が
変
容
す
る
要
因
と
な
っ
た
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

結
果
（
つ
ま
り
ベ
ル
ギ
ー
国
民
国
家
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
）
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お

い
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
生
・
激
化
し
た
要
因
に
つ
い
て
分
析
し
た
後
、
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
問
題
を
扱
う
。
テ
ー
ゼ
ニ
と
テ
ー
ゼ
三
へ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
こ
の
中
で
出
す
こ
と
に
し
た
い
。
最
後
に
テ
ー
ゼ
一
に
対
す

る
疑
問
へ
の
解
答
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
け
る
国
民
国
家
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
と

E
U
を
事
例
と
し
な

が
ら
そ
の
見
方
を
示
し
、
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
し
て
、
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
が
示
唆
す
る
も
の
は
あ
る
か
、
ま

国
民
国
家
・
ベ
ル
ギ
ー
の
成
立

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
二
五
）

（
主
に
フ
ラ
マ
ン
）

に
つ
い
て
分
析
す
る
。

一
九
七

0
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
の
連
邦
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の （グ



第
五
一
巻
五
号

ベ
ル
ギ
ー
は
一
八
一
―

1
0
年
九
月
、
市
民
革
命
と
し
て
の
独
立
革
命
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
。
こ
の
独
立
革
命
は
、
オ
ラ
ン
ダ

王
ウ
ィ
レ
ム
一
世
の
政
策
に
よ
る
ベ
ル
ギ
ー
地
域
で
の
失
業
の
増
加
や
、
多
額
の
課
税
に
不
満
を
持
っ
た
労
働
者
の
暴
動
を
発
端
と
す
る

が
、
こ
れ
を
市
民
革
命
に
ま
で
発
展
さ
せ
、
独
立
を
成
功
さ
せ
た
の
は
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
革
命
参
加
だ
っ
た
。
既
に
自
由
主
義
者
は
言

論
・
教
育
の
自
由
な
ど
を
要
求
し
て
反
ウ
ィ
レ
ム
の
運
動
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
自
由
主
義
者
は
、

ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
の
啓
蒙
専
制
政
治
や
「
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
民
」

わ
っ
た
）
を
起
こ
し
た
J
.
F
・
フ
ォ
ン
ク
率
い
る
急
進
改
革
派
の
流
れ
を
組
む
勢
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
由
主
義
者
が
独
立
後
に
共
同

で
政
権
を
握
る
協
約
の
下
に
、

カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
「
統
一
同
盟
」
を
結
成
し
た
（
こ
れ
を
「
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
1
1
Unionism」
と
言
う
）

こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
革
命
に
参
加
す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
。
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
武
装
し
た
労
働

者
も
加
わ
っ
た
市
民
軍
が
、
国
王
軍
を
四
日
間
の
激
戦
の
後
に
破
り
、
九
月
に
は
臨
時
政
府
を
樹
立
、
独
立
を
宣
言
し
て
憲
法
制
定
議
会

を
招
集
し
プ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
的
憲
法
を
制
定
し
た
。
国
王
と
し
て
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
が
即
位
し
、
こ
う
し
て
立
憲
君
主
制
の
ベ
ル

(
2
)
 

ギ
ー
王
国
が
建
国
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

独
立
革
命
に
お
い
て
共
闘
関
係
を
結
ん
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
自
由
主
義
者
は
、
本
来
は
対
立
す
る
勢
力
だ
っ
た
。
し
か
し
ウ
ィ
レ
ム
一
世

が
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
や
プ
ロ
イ
セ
ン
官
憲
国
家
の
思
想
の
影
響
と
、
虜
に
な
っ
て
い
た
（
反
狂
信
主
義
と
し
て
の
）
自
由
主
義
思
想

（
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
近
代
社
会
を
創
り
出
し
た
と
い
う
考
え
方
）

教
育
（
特
に
神
学
校
）

関
法

へ
の
統
合
の
強
制
に
対
し
て
、
プ
ラ
バ
ン
ト
革
命
（
こ
れ
は
失
敗
に
終

の
影
響
か
ら
、
国
王
に
よ
る
教
会
支
配
、
国
王
主
導
の
教
会
改
革
を
主

張
し
、
こ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
反
ウ
ィ
レ
ム
に
走
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
信
仰
や
出
版
の
自
由
を
主
張
し
、
ウ
ィ
レ
ム

一
世
に
よ
る
市
民
権
の
侵
害
に
も
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
独
裁
の
終
焉
、
出
版
や

(
3
)
 

の
自
由
、
政
府
の
議
会
に
対
す
る
責
任
な
ど
で
あ
っ
た
。

一
七
八
九
年
に
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
家
の

六
六

（
九
二
六
）



も
あ
る
）

六
七

ベ
ル
ギ
ー
地
域
に
お
け
る
、
反
ウ
ィ
レ
ム
・
反
専
制
政
治
の
運
動
に
対
し
て
、
ウ
ィ
レ
ム
一
世
は
逮
捕
•
投
獄
に
よ
る
弾
圧
を
加
え
た

が
、
こ
れ
が
ベ
ル
ギ
ー
地
域
住
民
の
憎
悪
を
煽
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
ベ
ル
ギ
ー
人
の
民
族
対
立
と
も
言
え
る
よ
う
な
情
況
を
生
み
だ
し
た
。

「
ベ
ル
ギ
ー
人
」
と
い
う
意
識
は
こ
う
し
た
情
況
下
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
、
革

命
勢
力
が
特
権
階
級
の
巻
き
返
し
に
対
し
「
自
由
•
平
等
・
友
愛
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
祖
国
防
衛
戦
争
を
戦
う
こ
と
で
「
フ
ラ
ン
ス

国
民
」
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
た
よ
う
に
、
「
ベ
ル
ギ
ー
国
民
」
と
い
う
意
識
や
国
民
的
感
情
、
い
わ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
独
立
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
建
国
後
の
ベ
ル
ギ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
国
民

が
統
合
さ
れ
た
国
家
に
、
ま
た
高
度
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
国
家
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
ベ
ル
ギ
ー
国
民
」
と
い
う
統
合
ナ
シ
ョ
ナ
リ

(
4
)
 

テ
ィ
は
建
国
後
も
長
く
続
く
も
の
と
な
っ
た
。
国
民
国
家
・
ベ
ル
ギ
ー
は
こ
こ
に
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ベ
ル
ギ
ー
地
域
は
オ
ラ
ン
ダ
語
系
フ
ラ
マ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
語
系
ワ
ロ
ン
と
い
う
二
つ
の
言
語
集
団
（
と
同
時
に
言
語
地
域
で

に
よ
っ
て
南
北
に
分
裂
し
た
地
域
だ
っ
た
。
独
立
後
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
唯
一
の
公
用
語
と
さ
れ
た
も
の
の

（
後
述
）
、
民
衆
レ

ヴ
ェ
ル
で
は
ベ
ル
ギ
ー
国
内
に
二
つ
の
言
語
が
存
在
す
る
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
い
わ
ぱ
、
独
立
後
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
言

語
に
よ
る
統
一
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
も
言
い
う
る
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
唯
一
の
公
用
語
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
地
位
が
特
権
的
と

も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
語
系
の
フ
ラ
マ
ン
側
に
と
っ
て
は
独
立
後
ベ
ル
ギ
ー
は
抑
圧
的
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

国
民
と
は
、
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
共
通
の
言
語
・
文
化
を
持
つ
人
々
の
大
き
な
集
団
で
あ
り
、
ま
た
国
民
国
家
は

ま
た
国
民
へ
の
同
化
は
、
国
民
の
言
語
や
文
化
に
よ
る
教
育
と
そ
れ
以
外
の
言
語
や
文
化
の
抑
圧
を
意
味
す
る

そ
の
原
理
上
、
（
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
）
文
化
や
言
語
、
場
合
に
よ
っ
て
は
宗
教
の
同
一
性
さ
え
も
権
威
主
義
的
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
。

(
J
・
カ
プ
リ
ン
ス
（
虹
）
。

こ
の
議
論
に
し
た
が
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
国
民
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
ま
た
ベ
ル
ギ
ー
は
国
民
国
家
と
言
え
る
の
か
ど
う

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
二
七
）



E
・
ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史
上
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
間
で

あ
る
。
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
産
業
革
命
を
経
て
農
耕
社
会
か
ら
産
業
社
会
に
移
行
し
て
い
く
時
期
に
当
た
る
が
、
こ
の
産
業
社
会
に

お
い
て
は
、
労
働
は
肉
体
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
言
語
を
媒
介
す
る
も
の
、

ン
の
交
換
や
、
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

（
操
作
法
を
修
得
す
る
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
む
こ
と
が
必
要
）
を
使
用
す
る
も
の
に
な
る
。
こ
の

た
め
、
あ
る
社
会
全
体
に
お
い
て
、
同
一
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
標
準
的
慣
用
語
（
そ
の
社
会
の
成
員
全
員
が
理
解
可
能
）
が
必

要
に
な
り
、
ま
た
こ
れ
ら
を
修
得
す
る
こ
と
が
労
働
の
た
め
の
基
礎
的
な
訓
練
と
な
る
。
同
一
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
、

ま
た
標
準
的
慣
用
語
が
社
会
全
体
で
理
解
さ
れ
る
た
め
に
、
（
あ
る
社
会
に
お
け
る
）
普
遍
的
な
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
存
在
す
る
よ
う
に

な
り
、
こ
れ
は
教
育
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
。
こ
の
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
そ
の
社
会
に
お
け
る
政
治
、
経
済
、
そ
れ
に
官
僚
制
の
慣
用
法

(
6
)
 

で
も
あ
り
、
ま
た
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
伝
え
る
た
め
の
教
育
は
、
国
家
の
み
が
維
持
可
能
な
学
校
制
度
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
産
業
社
会
で
は
、
人
は
、
文
化
（
同
一
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
を
修
得
さ
せ
る
）

ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
五
一
巻
五
号

か
も
疑
問
視
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

（
九
二
八
）

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
国
民
の
言
語
に
よ
る
教
育
は
行
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
独
立
後
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
そ
れ
ぞ
れ
で
共

通
の
言
語
や
文
化
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
は
二
つ
の
国
民
が
存
在
す
る
と
い
う
思
想
も
後
に
出
て
く
る

述
）
。
ま
た
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
が
唯
一
の
公
用
語
と
さ
れ
た
こ
と
に
、
（
公
的
場
面
に
お
け
る
）
言
語
や
文
化
の
権

威
主
義
的
な
同
一
化
の
要
素
を
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
以
上
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
は
国
民
国
家
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
る
た
め
、
「
国
民
」
や
「
国
民
国
家
」
と
い
っ
た
概
念
に
つ
い
て
も
う
少
し
整
理
し
な
が
ら
、

関
法

つ
ま
り
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

の
面
で
は
官
僚
制
に
よ
っ
て
操

六
八

（後



(3) (2) 

特
定
の
領
域
内
で
同
じ
統
治
の
下
、
共
通
の
言
語
や
宗
教
を
有
す
る
人
々
。
同
一
性
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
強
ま
っ
て
き
た
。
近

代
国
家
（
同
質
的
で
、
且
つ
国
民
の
間
の
、
ま
た
国
家
に
対
す
る
連
帯
感
が
存
在
）
に
関
係
が
あ
る
。

国
家
の
成
員
、
ま
た
は
国
家
。
②
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
「
国
家
」
と
「
国
民
」
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
」
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
と

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

統
一
を
果
た
し
て
い
な
い
場
合
と
が
あ
る
。

(1) 
作
さ
れ
る
政
治
的
共
同
体
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
市
民
権
が
得
ら
れ
、
（
雇
用
能
力
、
尊
厳
、
安
寧
、
自
尊
心
な
ど
で
）
満
足
し

た
条
件
下
に
置
か
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
な
る

(
7
)
 

だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
か
ら
す
る
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
特
定
の
政
治
的
共
同
体
内
に
お
い
て
、
官
僚
制
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
且
つ

教
育
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
し
に
は
発
生
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
高
等
教
育
で
使
用

さ
れ
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

フ
ラ
マ
ン
は
初
等
教
育
か
ら
も
締
め
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
産
業

社
会
に
お
け
る
労
働
の
基
礎
訓
練
と
し
て
の
教
育
は
、
言
語
的
に
は
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え

る
。
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
ベ
ル
ギ
ー
人
は
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
と
ベ
ル
ギ
ー
の
ど
ち
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
も
出
て
こ
よ
う
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
に
は
国
民
を
統
合
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
存
在
し
て
い
た
と
い

う
点
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
に
妥
当
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

A
・
ケ
ミ
レ
イ
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
国
民
」
の
意
味
を
持
つ
「
ネ
イ
シ
ョ
ン

つ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
た
。

六
九

共
通
の
言
語
を
話
し
、
共
通
の
起
源
を
持
つ
人
々
。
国
家
（
言
語
は
統
一
さ
れ
、
国
民
意
識
が
存
在
）
を
形
成
し
て
政
治
的
統
一

を
果
た
し
て
い
る
場
合
と
、

い
く
つ
か
の
国
家
に
分
散
し
て
い
た
り
、
他
の
国
家
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
政
治
的

(Nation)
」
と
い
う
単
語
は
、

（
九
二
九
）

一
八
世
紀
末
に
は
次
の
四

（
つ
ま
り
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
）

の



の
統
一
が
、

ま
た
内
部
に
「
異
な
っ
た
国
民
」
の
意
識
も
存
在
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
を
話
す
住
民
が
存
在
）
の
よ
う
な
国
家
を

こ
れ
ら
四
つ
の
分
類
の
う
ち
、
①
と
②
は
F
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
言
う
「
文
化
国
民

(Kultumation)
」
と
「
国
家
国
民
（
S
岱

atsna
g
 
n)
」

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
民
に
よ
る
国
家
形
成
が
可
能
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
国
家
が
単
一
の
な
い
し
は
多
数
派
を
形

成
し
て
い
る
国
民
（
い
く
つ
か
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
内
部
に
含
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
）
を
統
治
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
国
民
国
家
」

の
最
初
の
段
階
に
な
り
う
る
。
ま
た
、
「
国
民
国
家
」
は
②
や
③
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が

「
国
民
国
家
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
市
民
共
通
の
利
益
や
シ
ン
パ
シ
ー
の
存
在
と
と
も
に
、
同
質
的
で
あ
り
、
ま
た
公
用
語
も

存
在
し
た
た
め
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
特
に
「
国
民
国
家
」
の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
絶
対
王
制
の
下
で
の
統
一
、

行
政
の
中
央
集
権
化
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
、
唯
一
の
公
用
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
創
り
出
さ
れ
、
国
内
に
お
い
て
そ
の
普
及

が
は
か
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ミ
レ
イ
ネ
ン
は
、
愛
国
心
と
言
え
る
意
識
が
存
在
し
て
い
て
も
、
言
語
が
統
一
さ
れ
ず
、

「
国
民
国
家
」
と
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
の
で
あ
る
。
ケ
ミ
レ
イ
ネ
ン
の
こ
う
し
た
議
論
で
は
、
共
通
の
言
語
の
存
在
あ
る
い
は
言
語

一
八
世
紀
以
降
の
近
代
に
お
け
る
国
民
や
国
民
国
家
の
成
立
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま

た
、
国
民
国
家
を
共
通
の
言
語
を
話
す
同
質
的
な
人
間
の
集
団
と
考
え
る
ケ
ミ
レ
イ
ネ
ン
は
、
少
な
く
と
も
民
衆
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
二
つ
の

言
語
が
存
在
す
る
と
言
え
る
ベ
ル
ギ
ー
を
、
国
民
国
家
と
考
え
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
ケ
ミ
レ
イ
ネ
ン

は
「
ベ
ル
ギ
ー
を
国
民
国
家
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。

ベ
ル
ギ
ー
は
国
民
国
家
な
の
か
、
ベ
ル
ギ
ー
国
民
や
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
存
在
す
る
の
か
。
ま
た
、
言
語
の
統
一
を
重
要
視
す
る

(4) 

第
五
一
巻
五
号

自
国
内
で
民
王
的
な
政
治
的
権
利
と
人
民
主
権
を
主
張
す
る
人
々
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
契
機
と
す
る
。

い
っ
た
形
で
、
同
一
性
が
あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

関
法

七
〇

（九一―
10)



る。 2
 

う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
新
し
く
成
立
し
た
ベ
ル
ギ
ー
は
、

感
覚
を
共
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
国
民
」
を
形
成
し
て
い
る
例
が
存
在
す
る

七
（
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
が
例
）
、
と
し

（
ス
イ
ス
が
例
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
い
く
つ
か
の
エ
ス
ニ
ッ

一
八
・
一
九
世
紀
流
の
国
民
（
国
家
）
観
念
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
が
P
・
ヴ
ェ
イ
リ
ネ
ン
の
議
論
で
あ
る
。
ヴ
ェ
イ
リ
ネ
ン
は
、
同
胞
間
に
よ
る
統
合
と
共
通
の
政
府
を

求
め
る
こ
と
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
構
築
す
る
と
言
う
J
.
S
・
ミ
ル
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
異
な
っ
た
民
族
・
言
語
集
団
が
統
合

ク
集
団
を
抱
え
て
い
な
が
ら
、
統
合
感
覚
に
よ
っ
て
「
国
民
」
を
形
成
し
て
い
る
例
も
存
在
す
る

て
い
る
。
「
国
民
国
家
」
と
い
う
概
念
は
、
成
員
が
民
族
・
言
語
的
に
比
較
的
同
質
で
、
統
合
感
覚
を
共
有
し
た
国
家
に
適
用
さ
れ
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
同
質
的
な
成
員
構
造
を
持
ち
な
が
ら
国
民
感
覚
で
統
合
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
国
家
も
、
「
国
民
国
家
」

(10) 

と
言
い
得
る
し
、
実
際
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

ヴ
ェ
イ
リ
ネ
ン
の
議
論
か
ら
、
ま
た
国
民
を
統
合
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
存
在
か
ら
し
て
も
、
ベ
ル
ギ
ー
は
国
民
国
家
で
あ
る
と
言

礎
を
置
く
）

一
九
世
紀
的
観
念
（
言
語
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
基

(11) 

か
ら
す
れ
ば
例
外
的
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
よ
う
な
国
民
国
家
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ー
フ
ラ
マ
ン
を
中
心
に

ベ
ル
ギ
ー
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
国
民
国
家
」
と
し
て
成
立
し
た
。
と
は
言
っ
て
も
、
建
国
後
の
ベ
ル
ギ
ー
に

お
い
て
対
立
軸
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
建
国
後
の
ベ
ル
ギ
ー
に
存
在
し
た
対
立
軸
と
し
て
は
、
・
カ
ト
リ
ッ
ク
対
非

カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
対
立
、
資
本
家
対
労
働
者
の
階
級
対
立
、
そ
し
て
フ
ラ
マ
ン
対
ワ
ロ
ン
の
言
語
集
団
間
対
立
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来

一
九
世
紀
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
宗
教
対
立
と
階
級
対
立
の
二
つ
が
大
き
な
対
立
だ
っ
た
。
宗
教
対
立
は
、
本
来
は
対
立

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
三
一
）



第
五
一
巻
五
号

（
九
三
二
）

す
る
勢
力
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
と
自
由
主
義
者
の
対
立
が
、
主
に
学
校
教
育
と
宗
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
よ
っ
て
独
立
後
再
燃
し

た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
や
イ
ギ
リ
ス
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
は
、
お
そ
ら
く
は
ベ
ル
ギ
ー
の
宗
教
対
立
以
上

に
社
会
を
分
極
化
さ
せ
た
対
立
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
短
命
に
終
わ
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
宗
教
対
立
は
こ
れ
ら
の
対
立
よ
り
も
長
期
に
お

よ
ぶ
も
の
だ
っ
た
が
、
体
制
自
体
を
攻
撃
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
階
級
対
立
は
一
九
世
紀
中
頃
か
ら
の
産
業
革
命
の
進
展
に
伴
っ
て

発
生
し
た
。
前
者
の
対
立
は
一
九
五
八
年
の
学
校
協
定
で
妥
協
が
成
立
し
、
後
者
の
対
立
に
関
し
て
も
一
九
四
五
年
に
賃
金
・
労
働
条
件

に
関
す
る
社
会
協
定
（
国
家
の
介
入
の
下
で
の
労
使
調
停
の
方
式
を
制
度
化
）
が
結
ば
れ
た
。
言
語
集
団
間
の
対
立
は
今
日
ま
で
続
く
最

も
長
期
化
し
た
対
立
だ
と
言
え
る
が
、
政
党
・
組
織
内
で
は
他
の
利
益
と
比
べ
る
と
表
出
は
抑
制
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
対
立
は

(12) 

第
一
次
大
戦
期
か
ら
戦
間
期
の
頃
に
先
鋭
化
し
、
第
二
次
大
戦
後
（
特
に
一
九
六

0
年
代
）
に
再
燃
す
る
。

言
語
集
団
間
の
対
立
は
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
始
ま
る
。
独
立
後
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
憲
法
上
は
言
語
の
使
用
は
自
由
と

さ
れ
た
も
の
の
、

語
を
使
用
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
語
が
唯
一
の
公
用
語
と
さ
れ
、
実
際
革
命
を
主
導
し
独
立
後
政
権
に
つ
い
た
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
フ
ラ
ン
ス

つ
ま
り
、
議
会
（
国
会
と
ほ
と
ん
ど
の
地
方
議
会
）
、
上
級
裁
判
所
、
中
央
行
政
、
軍
隊
、
高
等
教
育
に
お
い
て
は
フ

ラ
ン
ス
語
の
み
が
使
用
さ
れ
、
こ
う
し
た
情
況
下
で
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
「
ベ
ル
ギ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
圏
の
一
部
」
と
ま
で
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
マ
ン
側
の
知
識
人
は
、
「
ベ
ル
ギ
ー
人
に
な
る
た
め
に
は
フ
ラ
マ
ン
人
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
非
難
の
矛
先
を
向
け
た
。
彼
ら
は
、
ベ
ル
ギ
ー
は
二
つ
の
言
語
・
文
化
が
構
成
す
る
国
、
ゲ
ル
マ
ン
と
ラ
テ
ン
の
二
つ
の
価
値
観

が
融
合
し
た
国
と
考
え
、

フ
ラ
マ
ン
の
文
化
・
言
語
も
ベ
ル
ギ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

(13) 

る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
下
か
ら
フ
ラ
マ
ン
の
知
識
人
達
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
が
発
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
情
況
下
か
ら
発
生
し
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
、

関
法

E
・
ゲ
ル
ナ
ー
に
し
た
が
っ
て
見
て
い
く

七



•
E

、

E

の
場
合
、

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

七

（
九
三
三
）

A
I
B
な
ら
タ
イ
プ
4
↓
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
ま
た
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
が
発
生
。

こ
と
に
す
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
政
治
的
単
位
と
民
族
的
単
位
の
一
致
を
志
向
す
る
政
治
的
原
理
で
あ
る
。

ま
た
前
述
の
議
論
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
よ
う
に
、

シ
ー
の
原
理
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
近
代
産
業
社
会
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
文
化
的
側
面
に
お
い
て
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
く
る

(14) 

の
で
あ
る
。

し
か
し
ゲ
ル
ナ
ー
は
初
期
の
産
業
社
会
で
は
、
人
々
の
間
に
存
在
す
る
相
違
（
宗
教
、
文
化
、
習
慣
）
か
ら
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会

的
、
ま
た
教
育
に
お
け
る
不
平
等
が
発
生
し
う
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
不
平
等
か
ら
政
治
的
闘
争
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
発
生
し

(15) 

て
く
る
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
ナ
ー
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
誘
発
さ
れ
る
、
ま
た
は
妨
げ
ら
れ
る
情
況
に
つ
い
て
、
権
力
（
持
つ
者
を
P
、
持
た
ざ
る
者
を
1

P
)
、
近
代
的
教
育
（
受
け
て
い
れ
ば
E
、
受
け
て
い
な
け
れ
ば
I
E
)
、
文
化
的
同
質
性
（
同
質
な
ら
A
_
A
、
異
質
な
ら
A
I
B
)
を

(16) 

基
準
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
八
種
類
に
類
型
化
す
る
。

.
_
E
、
|

E

A
I
B
な
ら
タ
イ
プ
1
↓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
発
生
以
前
の
情
況
（
典
型
的
）
。

A
I
A
な
ら
タ
イ
プ
2
↓

•
E

、

|
E

の
場
合
、

A
I
A
な
ら
タ
イ
プ
3
↓
初
期
産
業
主
義
。

（
同
右
）

（
上
が
P
、
下
が
I

P
、
以
下
同
じ
）
の
場
合
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
近
代
産
業
社
会
の
政
治
的
レ
ジ
テ
ィ
マ

（
非
典
型
的
）
。



は
「
古
典
的
リ
ベ
ラ
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

害
を
受
け
る
情
況
下
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
て
く
る
。

一
方
の
文
化
集
団
が
権
力
に
ア
ク
セ
ス
出
来
な
い
情

発
生
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

A
_
B
な
ら
タ
イ
プ

7
↓
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(
D
i
a
s
p
o
r
a
N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
)
。
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A
'
A
な
ら
タ
イ
プ

5
↓
同
質
的
産
業
主
義
。

A
I
B
な
ら
タ
イ
プ
6
↓
西
欧
型
の
古
典
的
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
。

.
|
E
、
E
の
場
合
、

A
I
A
な
ら
タ
イ
プ

8
↓
革
命
的
だ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
情
況
。

ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
プ

1
、
2
、
3
、
8
の
場
合
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
発
生
し
な
い
。
タ
イ
プ

1
、
2
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
前
提
と
な
る
近
代
的
教
育
（
産
業
社
会
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
源
泉
）
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
タ
イ
プ
8
の
代
表
例
は
帝
政
ロ

シ
ア
時
代
の
デ
カ
プ
リ
ス
ト
の
乱
で
、
政
治
的
に
は
弱
体
だ
が
教
育
・
経
済
面
で
は
特
権
的
地
位
に
い
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
が
、
古
い

支
配
階
級
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
イ
プ

3
で
発
生
す
る
の
は
マ
ル
ク
ス
の
言
う
階
級
闘
争
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
て
く
る
情
況
は
タ
イ
プ

4
、
5
、
6
、
7
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
タ
イ
プ

5
は
、
近
代
的
教
育
が
普
及
し

文
化
的
同
質
性
も
強
ま
っ
た
、
成
熟
し
た
産
業
社
会
と
言
え
る
。
こ
こ
で
発
生
す
る
の
は
、
産
業
社
会
に
お
い
て
満
足
し
た
情
況
下
か
ら

(Satisfied N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
)
 
と
言
え
る
。
タ
イ
プ

7
は
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
で
見
ら
れ
る
。
教
育
・
経
済
面
で

は
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
な
が
ら
、
政
治
的
に
無
力
で
、
民
族
的
に
差
別
さ
れ
、
し
ば
し
ば
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
よ
う
な
迫

残
っ
た
タ
イ
プ

4
、
6
が
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
で
興
味
深
い
。
ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
プ

6
で
発
生
す
る
の

(Classical Liberal N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
)
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
領
域
内
で
、
成
員
が
教
育
に

よ
っ
て
近
代
社
会
に
適
応
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
文
化
的
に
は
同
質
で
な
く
、

関
法

七
四

（
九
三
四
）



か
れ
て
い
る
「
小
ネ
イ
シ
ョ
ン

概
念
が
あ
る
。

フ
ロ
ッ
フ
は
こ
の
よ
う
な
集
団
を
「
ネ
イ
シ
ョ
ン

す
る
下
地
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。

況
下
で
発
生
し
て
く
る
。

七
五

一
見
ベ
ル
ギ
ー
の
情
況
に
似
て
い
る
が
、
ゲ
ル
ナ
ー
が
こ
の
例
と
し
て
考
え
る
の
は
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
や
イ

タ
リ
ア
の
「
統
合
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
分
裂
し
て
い
た
民
族
が
一
っ
の
政
治
的
単
位
へ
の
統
一
を
志
向
す
る
際
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

育
と
権
力
か
ら
締
め
出
さ
れ
、

フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
該
当
す
る
の
は
タ
イ
プ
4
の
情
況
だ
ろ
う
。
こ
の
情
況
下
で
は
教

ロ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
地
位
に
落
と
さ
れ
た
集
団
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
の
中
で
知
識
人
が
、

ロ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
に
落
と
さ
れ
た
自
ら
の
文
化
を
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
押
し
上
げ
よ
う
と
し
て
運
動
を
始
め
る
が
、
こ
う
し
て
発
生
し
て

く
る
の
が
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
独
立
後
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
権
力
の
場
や
高
等
教
育
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
み

が
使
わ
れ
、

フ
ラ
マ
ン
は
ロ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
地
位
に
落
と
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
情
況
に
対
し
て
フ
ラ
マ
ン
の
知
識
人

は
抗
議
の
声
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
独
立
後
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、

フ
ラ
マ
ン
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
生

こ
う
し
て
発
生
し
た
フ
ラ
マ
ン
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

運
動
の
展
開
過
程
に
関
す
る

M
・
フ
ロ
ッ
フ
の
見
解
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(17) 

フ
ロ
ッ
フ
に
よ
る
と
、
近
代
欧
州
で
は
あ
る
時
点
（
起
源
は
中
世
に
ま
で
遡
る
）
か
ら
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
地
理
な
ど
の
関
係
、

及
び
主
観
的
な
認
識
に
よ
る
集
団
的
帰
属
意
識
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
大
き
な
集
団
が
存
在
し
た
。
そ
の
よ
う
な
集
団
の
紐
帯
と
な
る
も

の
の
中
で
、
代
替
不
可
能
な
も
の
と
し
て
共
通
の
過
去
の
記
憶
や
言
語
・
宗
教
的
紐
帯
、
（
市
民
社
会
に
お
け
る
）
成
員
の
平
等
と
い
う

(Nation, 民
族
な
い
し
は
国
民
と
訳
さ
れ
よ
う
）
」
と
呼
ぶ
。
こ
の

「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
は
後
に
国
民
国
家
に
発
展
す
る
が
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
独
自
の
支
配
階
級
を
欠
き
、
言
語
的
に
も
弱
い
地
位
に
置

(
S
m
a
l
l
e
r
 nation, 
フ
ロ
ッ
フ
は
こ
れ
を
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団

(Ethnic
g
r
o
u
p
)
」
と
も
呼
ぶ
）
」
が
存

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
三
五
）
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在
す
る
。
こ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
、
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
）
知
識
人
に
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
の
、
民
族
意

識
の
覚
醒
と
他
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
か
ら
の
認
知
が
必
要
な
「
意
識
せ
ざ
る
ネ
イ
シ
ョ
ン

が
っ
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
は
、
民
衆
を
啓
蒙
し
支
配
的
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
承
認
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
指
導
者
が
存
在
す
る
が
、

こ
う
し
た
指
導
者
の
運
動
を
フ
ロ
ッ
フ
は
「
民
族
運
動
(
N
a
t
i
o
n
a
l
m
o
u
v
e
m
e
n
t
)
」
と
呼
ぶ
。
「
民
族
運
動
」
に
は
文
化
的
な
要
求
と

「
民
族
運
動
」
は
歴
史
的
に
見
て
、
そ
の
目
標
と
要
求
か
ら
A
、
B
、
C
の
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
運
動
の
発
生
期
で
あ
る
A
期
に
は
、

知
識
人
に
よ
っ
て
、
抑
圧
さ
れ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
言
語
や
文
化
、
歴
史
の
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
る
。
い
わ
ば
知
識
人
に
よ
る
文
化

復
興
運
動
で
あ
る
。

B
期
に
は
活
動
家
に
よ
る
国
民
形
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
開
始
さ
れ
、

(18) 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
が
広
め
ら
れ
る
。

C
期
に
は
大
衆
運
動
へ
と
発
展
す
る
。

フ
ロ
ッ
フ
の
考
え
る
「
民
族
運
動
」
、

ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
該
当
す
る
と
言
え
る
し
、
ま
た
初
期
の
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
も
該
当
す
る
と
言
え
る
。

L
・
ヴ
ォ
ス
に
よ
れ

lti、
フ
ラ
マ
ン
運
動
は
最
初
、
文
化
レ
ヴ
ェ
ル
の
運
動
と
し
て
出
現
し
た
が
、
こ
の
文
化
運
動
は
す
ぐ
に
政
治
的

要
求
を
伴
っ
た
運
動
へ
と
発
展
し
た
。

二
0
年
間
に
、

つ
ま
り
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
発
生
期

(
A
期
）
は
、
ゲ
ル
ナ
ー
の
言
う
エ

一
八
四
八
年
革
命
の
民
主
化
の
衝
撃
は
フ
ラ
マ
ン
運
動
に
も
影
響
を
与
え
、

フ
ラ
マ
ン
運
動
は
下
層
の
中
産
階
級
が
指
導
し
、
プ
チ
・
プ
ル
ジ
ョ
ワ
が
支
配
階
級
に
対
抗
す
る
、
よ
り
民
衆
的
で
且
つ

よ
り
政
治
的
な
第
二
段
階
の
民
族
運
動
と
な
っ
た
。

主
張
も
出
現
、
「
ベ
ル
ギ
ー
の

『
サ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン

と
も
に
政
治
的
要
求
が
存
在
す
る
。

関
法

ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

一
八
四
0
年
以
降
の

一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
「
フ
ラ
マ
ン
人
が
自
分
た
ち
の
言
語
を
話
す
権
利
」
の

(Sub ,
 
Nation, 
こ
こ
で
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
「
国
民
」
を
意
味
す
る
か
？
）
』
と
し

て
の
フ
ラ
マ
ン
」
が
、
徐
々
に
出
現
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
ヴ
ォ
ス
は
こ
の
時
期
を
フ
ラ
マ
ン
運
動
に
お
け
る
（
フ
ロ
ッ
フ
の
言
う
民

.
)
」
で
あ
る
。
し
た

(Unconsc10us nation 

七
六

（
九
三
六
）



族
運
動
の
）

B
期
か
ら
C
期
へ
の
転
換
期
と
見
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、

え
る
民
族
運
動
の
発
展
過
程

(
A
期、

B
期、

C
期
）
と
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
と
言
え
よ
う
。

知
識
人
に
よ
る
文
化
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た
フ
ラ
マ
ン
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
大
衆
レ
ヴ
ェ
ル
の
運
動
へ
と
拡
大

し
て
い
っ
た
背
景
に
、
独
立
後
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
近
代
化
や
経
済
成
長
で
の
フ
ラ
マ
ン
・
ワ
ロ
ン
間
の
格
差
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
用
す
る
エ
リ
ー
ト
が
政
治
、
行
政
、
社
会
の
面
で
優
位
に
立
っ
た
こ
と
は
、

ン
の
側
を
不
利
な
地
位
に
置
い
た
。
ま
た
一
九
世
紀
前
半
の
ベ
ル
ギ
ー
の
「
産
業
革
命
」
以
後
、

で
、
フ
ラ
マ
ン
地
域
は
依
然
と
し
て
農
業
を
産
業
の
中
心
と
し
た
。
産
業
化
に
伴
い
経
済
活
動
に
お
け
る
言
語
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
が
、

技
術
・
高
等
教
育
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
が
使
用
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
要
因
で
、

ま
た
社
会
進
出
に
お
け
る
格
差
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
格
差
は
政
治
力
や
文
化
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
影
響
し
、

(20) 

は
政
治
、
経
済
、
文
化
、
教
育
な
ど
で
の
地
位
改
善
に
ま
で
拡
大
し
た
。

一
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
は
、

ル
な
も
の
に
な
っ
た
。
第
一
次
大
戦
末
期
頃
に
は
、

七
七

フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
、

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

フ
ロ
ッ
フ
の
考

フ
ラ
ン
ス
語
を
使
用
し
な
い
フ
ラ
マ

ワ
ロ
ン
地
域
で
は
工
業
化
が
進
む
一
方

フ
ラ
マ
ン
・
ワ
ロ
ン
間
に
は
近
代
化
や
経
済
成
長
、

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
平
等
を
志
向
し
た
言
語
法
（
後
述
）
が
制
定
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

ス
語
使
用
者
が
フ
ラ
マ
ン
・
ワ
ロ
ン
両
言
語
間
の
平
等
な
公
的
地
位
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、

フ
ラ
マ
ン
運
動
に
お
け
る
要
求

フ
ラ
ン

フ
ラ
マ
ン
運
動
の
要
求
は
よ
り
ラ
デ
ィ
カ

フ
ラ
マ
ン
は
「
サ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
だ
け
で
な
く
、
正
真
正

銘
の
純
粋
な
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
も
次
第
に
現
れ
て
き
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
は
「
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
と
い
う

二
つ
の
国
民
（
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
が
存
在
す
る
ベ
ル
ギ
ー
は
、
連
邦
化
に
よ
っ
て
そ
の
現
実
に
適
応
す
べ
き
」
と
い
う
主
張
も
出
現
し
て
い

(21) 
る
。
こ
の
よ
う
に
先
鋭
化
し
た
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
戦
間
期
に
は
二
派
に
分
裂
し
た
。
つ
ま
り
、
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
化

や
フ
ラ
マ
ン
の
分
離
・
独
立
、
場
合
に
よ
っ
て
は
オ
ラ
ン
ダ
と
の
統
合
を
志
向
す
る
マ
キ
シ
マ
リ
ス
ト
と
、
民
主
派
で
言
語
立
法
に
よ
っ

（
九
三
七
）



第
五
一
巻
五
号

て
フ
ラ
マ
ン
の
地
位
向
上
を
求
め
る
ミ
リ
マ
リ
ス
ト
の
二
派
で
あ
る
。

ベ
ル
ギ
ー
を
占
領
し
た
ド
イ
ツ
軍
と
協
力
し
て
、
行
政
上
の
分
離
と
フ
ラ
マ
ン
の
独
立
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
）

（
軍
内
部
の
フ
ラ
ン
ス
語
使
用
に
対
す
る
不
満
か
ら
フ
ラ
マ
ン
の
兵
士
ら
が
結
集
）
を
源
流
と
す
る
。
ま
た
ミ
リ
マ
リ
ス
ト
の
主
張
が
全

て
の
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

V
l
a
a
m
s
 F
r
o
n
t
 11 Frontpartij)

が
結
成
さ
れ
た
。
戦
間
期
に
お
け
る
両
者
の
乖
離
は
一
九
二
九
！
三
二
年
の
間
の
言
語
立
法
が
進
む
過

程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
ら
は
同
胞
で
あ
る
戦
犯
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
す
る
闘
争
を
展
開
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、

戦
犯
で
あ
る
ボ
ル
ム
ス
が
下
院
議
員
補
欠
選
挙
で
当
選
し
た
こ
と
が
反
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
陣
営
に
危
機
感
を
与
え
（
フ
ラ
マ

ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
国
家
機
構
に
襲
い
か
か
っ
た
」
と
し
て
）
、

し
た
も
の
の
、

関
法

（
九
三
八
）

マ
キ
シ
マ
リ
ス
ト
は
大
戦
中
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト

や
フ
ロ
ン
テ
ィ
ス
ト

マ
キ
シ
マ
リ
ス
ト
の
連
合
体
と
し
て
フ
ロ
ン
ト
党

(Helt

止
す
る
た
め
に
も
言
語
法
制
定
（
後
述
）
が
急
が
れ
た
。
こ
の
時
期
の
言
語
法
制
定
問
題
は
ヘ
ン
ト
（
ガ
ン
）
大
学
の
オ
ラ
ン
ダ
語
化
法

案
と
と
も
に
出
さ
れ
た
、
（
言
語
使
用
に
関
す
る
）
初
・
中
等
教
育
法
案
の
問
題
を
発
端
と
す
る
。
言
語
問
題
は
政
治
危
機
を
引
き
起
こ

一
九
三
二
年
に
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
徹
底
し
た
「
地
域
言
語
」
主
義
（
後
述
）
に
基
づ
く
言
語
法
が
制
定
さ
れ
た
。

し
か
し
言
語
法
制
定
に
お
い
て
も
マ
キ
シ
マ
リ
ス
ト
の
要
求
は
十
分
に
は
反
映
さ
れ
ず
、
ベ
ル
ギ
ー
建
国
一

0
0
周
年
に
当
た
る
一
九
三

0
年
以
降
に
反
ベ
ル
ギ
ー
主
義
の
運
動
の
急
進
化
が
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、

は
列
柱
構
造
（
後
述
）
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、

ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
が
戦
犯
と
し
て
大
呈
に
逮
捕
さ

れ
た
影
響
も
あ
り
、
第
一
次
大
戦
後
に
は
ミ
リ
マ
リ
ス
ト
が
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
主
流
派
と
な
っ
た
。
単
一
国
家
体
制

フ
ラ
マ
ン
人
の
間
に
も
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ン
ト
党
も
得
票
率
で
は
停
滞
し
、

圧
力
団
体
の
地
位
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
フ
ラ
マ
ン
に
お
い
て
も
多
数
派
は
、
第
一
・
ニ
次
大
戦
を
通
じ
て
ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
愛
国

(22) 

心
を
持
ち
続
け
、
ベ
ル
ギ
ー
の
一
体
性
も
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
以
降
、
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
拡
大
を
阻

七
八

（
大
戦
中
に



七
九

一
体
性
を
維
持
し
て
き
た
ベ
ル
ギ
ー
を
分
裂
さ
せ
る
事
態
が
発
生
し
た
。
そ
れ
が
国
王
問
題
で
あ
る
。
大

戦
中
、
国
王
レ
オ
ポ
ル
ト
三
世
は
ド
イ
ツ
軍
に
対
し
て
議
会
の
承
認
な
し
に
降
伏
を
宣
言
し
、
さ
ら
に
ベ
ル
ギ
ー
が
ド
イ
ツ
軍
の
占
領
か

ら
解
放
さ
れ
る
時
に
も
、
国
内
に
不
在
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
国
王
と
し
て
の
適
格
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
右
派
政
党
は

国
王
の
復
位
に
賛
成
し
た
も
の
の
、
選
挙
で
過
半
数
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、
国
王
の
復
位
に
反
対
す
る
左
派
政
党
諸
派
の
四
次
に
わ
た

る
連
立
内
閣
も
短
命
に
終
わ
り
、
政
局
安
定
の
た
め
に
両
派
の
連
立
内
閣
が
組
織
さ
れ
、
こ
の
内
閣
の
下
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
結
果
は
賛
成
が
わ
ず
か
に
過
半
数
を
超
え
た
も
の
の
、
国
内
の
反
対
派
の
行
動
が
激
し
く
、
レ
オ
ポ
ル
ト
三
世
は
退
位
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
地
域
別
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
勢
力
が
強
い
フ
ラ
マ
ン
側
で
は
国
王
へ
の
支
持
が
高
か
っ
た
（
七

0
%）

ワ
ロ
ン
側
で
は
国
王
へ
の
支
持
が
低
く
（
四

0
%）
、
両
者
の
対
立
が
深
ま
っ
た
。
国
王
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
の
激
化
は
フ
ラ
マ
ン
・
ナ

(23) 

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
呼
び
覚
ま
し
、
再
燃
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
も
A
期
（
文
化
復
興
運
動
）
、

B
期
（
活
動
家
に
よ
る
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
、

c期
（
大
衆
運
動
、
戦
後
は
主
要
政
党
の
言
語
に
よ
る
分
裂
も
）
に
分
け
ら
れ
る
。

A
期
は
一
九
五

0
年
代
、

B
期
は
一
九
六
0
ー
七

0

(24) 

年
代
、
そ
れ
か
ら
後
の
時
期
が
C
期
で
あ
る
。
な
お
A
期
に
は
、
政
治
的
自
治
を
志
向
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
政
党
で
あ
り
な
が
ら
、
後

に
民
主
主
義
、
連
邦
主
義
、
法
改
正
に
よ
る
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
漸
進
的
改
革
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
、
「
フ
ラ
マ
ン
人
民
同
盟

(
V
u

(25) 

Volksunie)
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
っ
た
見
方
と
し
て
、

A
.

ゾ
ー
ル
バ
ー
グ
の
見
方
が
存
在
す
る
。
ゾ
ー
ル
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
四
期
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一

期
は
一
八
三

0
年
代
か
ら
四
0
年
代
で
、

し
か
し
第
二
次
大
戦
後
は
、

フ
ラ
マ
ン
の
知
識
人
に
よ
る
文
化
復
興
運
動
が
行
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
第
一
期
は
ゲ
ル

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
三
九
）

一
方
で
、
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ナ
ー
の
言
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

ス
が
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
最
初
の
段
階
と
考
え
る
時
期
に
も
一
致
す
る
。
第
二
期
は
一
九
世
紀
後
半
で
あ
る
。
こ
の
時

期
は
ヴ
ォ
ス
の
言
う
大
衆
運
動
の
時
期
に
当
た
り
、
（
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
が
使
用
さ
れ
る
）
法
廷
で
フ
ラ
マ
ン
人
が
不
利
益
を
被
る
こ
と

か
ら
、
運
動
が
文
化
的
運
動
か
ら
政
治
・
社
会
的
運
動
へ
と
拡
大
し
、
公
的
な
「
二
言
語
主
義
（
公
的
な
場
面
で
の
二
言
語
使
用
許
可
）
」

一
八
七
三
年
に
は
地
方
法
廷
で
、
七
八
年
に
は
行
政
で
、
八
三
年
に
は
中
等
教
育
で
二
言
語
主

義
は
実
現
し
て
い
く
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
語
使
用
者
は
無
関
心
で
、
両
言
語
間
の
平
等
な
公
的
地
位
を
認
め
ず
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
語
優
位

一
九
0
0年
代
か
ら
一
九
四
0
年
代
の
第
三
期
に
は
「
地
域
言
語
」
の
概
念
が
出
現
し
「
一
地
域
・
一
言

語
」
の
「
一
言
語
王
義
」
が
追
求
さ
れ
る
。
こ
の
「
一
言
語
主
義
」
も
言
語
法
制
定
に
よ
り
、

に
は
裁
判
、
三
八
年
に
は
軍
隊
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
実
現
し
て
い
く
。
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
は
言
語
地
域
と
し
て
の
確
定
は
さ
れ
ず
、
言
語
地

域
の
境
界
線
上
の
地
域
と
と
も
に
二
言
語
主
義
が
認
め
ら
れ
た
。

さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
第
三
期
に
出
さ
れ
た
「
地
域
言
語
」
の
概
念
は
、
第
四
期
で
実
施
さ
れ
る
国
制
改
革
に
お
け
る
地
域
自
治
や
地
域

プ
リ
ュ
ッ
セ
ル

（
両
言
語
使
用
）
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
地
域
の
四
地
域
に
分
割
さ
れ
、
言
語
地
域
の
境
界
線
上
の
地
域
で
は
移
行
措
置
が

と
ら
れ
た
（
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、

フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
展
開
過
程
に
関
す
る
議
論
は
次
ペ
ー
ジ
の
図
1
の
よ

こ
う
し
た
新
し
い
言
語
法
・
言
語
境
界
線
は
、

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
）
。

政
府
と
い
っ
た
考
え
方
の
敷
石
と
な
っ
て
い
る
。

の
社
会
情
況
も
続
い
た
た
め
、

が
追
求
さ
れ
る
。
言
語
法
制
定
に
よ
り
、

関
法

（
九
四
0
)

フ
ロ
ッ
フ
の
考
え
る
「
民
族
運
動
」
の
発
生
期

(
A
期
）
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
ヴ
ォ

一
九
六
三
年
の
新
言
語
法
で
「
一
言
語
主
義
」
は
強
化
さ
れ
、

フ
ラ
マ
ン
、

ワ
ロ
ン
、

一
九
六
0
年
代
（
ヴ
ォ
ス
の
言
う
B
期
）
に
、
強
ま
る
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

運
動
の
圧
力
の
下
、
政
府
が
フ
ラ
マ
ン
側
の
要
求
に
同
意
す
る
形
で
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
言
語
集
団
間
の
問
題
の
解
決
に
は

一
九
四
0
年
代
以
降
が
第
四
期
で
、
後
で
見
て
い
く
国
制
改
革
が
実
施

一
九
三
二
年
に
は
教
育
と
行
政
、
三
五
年

八
〇



図 1 フラマン・ナショナリズムの歴史的展開

M・フロッフ， L・ヴォス流の見方 A・ ゾールバーク流の見方

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

19C前半

1830-1840年代
（フラマン・ナショ

ナリズムの発生）

19C後半

大衆運動~
（政治的，社会的，経済的側面も伴う）

--------------------------T―----------------------------------------------------------------------------------
20C前半 下
1900-1940年代

20C後半

1940年代以降

又は
第2次大戦後

口竺 第竺~一 知識人による文化復興運動
↑ (E・ゲルナーの言う「エスニック・ナショナリズム」）

約20年間=B期

↓ 

政治的アジテーション

（プルジョワジー，中産階級の運動参加）

C期

約40年間＝第 3期

（次の第 4期への敷石）
↓ 

19Cと同じように，

•A期 (1950年代）
• B期 (1960-1970年代）

• C期 (1970年代以降）に分けられる。

1940年代以降＝第 4期

（国制改革実施期）

八

（
九
四
一
）
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（
九
四
二
）

(27) 

な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
フ
ラ
マ
ン
・
ワ
ロ
ン
間
の
敵
対
感
情
や
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
か
え
っ
て
強
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
フ
ラ
マ
ン

に
と
っ
て
言
語
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
礎
で
あ
る
の
に
対
し

よ
う
）
、

（
こ
こ
に
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
源
泉
の
―
つ
を
見
い
だ
せ

ワ
ロ
ン
側
で
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
影
響
が
強
く
、
言
語
や
文
化
は
国
家
が
市
民
に
強
制
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
フ
ラ

(28) 

マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
分
極
化
や
不
理
解
の
原
因
に
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
個
人
の
自
由

と
い
う
考
え
方
か
ら
、

ワ
ロ
ン
は
言
語
法
制
定
・
一
言
語
地
域
の
設
定
に
反
対
し
た
が
、
こ
れ
は
逆
に
フ
ラ
マ
ン
側
を
い
ら
だ
た
せ
る
結

(29) 

果
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

は
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
は
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
経
済
格
差
が
逆
転
し
た
こ
と
か
ら
、

と
し
て
、

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
言
語
集
団
間
対
立
は
、
何
も
言
語
に
関
係
し
た
権
利
を
め
ぐ
る
対
立
に
よ
っ
て
の
み
激
化
し
た
の
で

ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
も
発
生
し
て
き
た
。
ま
た
経
済
格
差
の
逆
転
に
よ
っ
て
フ
ラ
マ
ン
の
側
で
も
、
言
語
的
に
低

(30) 

い
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る
疑
念
や
拒
否
感
が
強
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
自
体
は
以
前
(
-
九
世
紀
や
二

0
世
紀
前
半
）
に
も
存
在
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
少
数
派
に
と
ど
ま
り
、

政
治
的
影
響
力
を
伴
っ
た
大
衆
運
動
と
し
て
の
ワ
ロ
ン
運
動
が
出
現
す
る
の
は
一
九
六

0
年
代
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
、

命
（
石
炭
か
ら
石
油
へ
の
転
換
）

ン
ゴ
）
独
立
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
緊
縮
財
政
は
ゼ
ネ
ス
ト
を
多
発
さ
せ
た
。
ま
た
、

の
産
業
の
位
置
パ
タ
ー
ン
の
変
化
は
、
経
済
拠
点
を
フ
ラ
マ
ン
地
域
に
序
々
に
移
動
さ
せ
、
さ
ら
に
フ
ラ
マ
ン
が
労
働
力
の
点
で
も
優
位

だ
っ
た
た
め
、

い
う
情
況
下
か
ら
、

関
法

の
影
響
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
対
抗
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
革

ワ
ロ
ン
の
産
業
で
老
朽
化
が
進
み
、
不
況
や
失
業
が
深
刻
化
し
た
。
植
民
地
（
コ

一
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
始
ま
っ
た
ベ
ル
ギ
ー

ワ
ロ
ン
は
外
国
企
業
の
進
出
に
お
い
て
も
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ワ
ロ
ン
が
経
済
的
に
衰
退
す
る
と

ワ
ロ
ン
の
社
会
主
義
者
の
間
で
連
邦
化
や
地
域
再
編
成
の
要
求
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
や
が
て
大
衆
運

J¥ 



動
へ
と
発
展
し
た
。
こ
の
点
で
、

ま
た
、

(31) 

ワ
ロ
ン
に
お
い
て
は
、
連
邦
主
義
は
当
初
か
ら
大
衆
の
支
持
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
お
い
て
は
文
化
闘
争
が
優
先
事
項
で
は
な
く
、
政
治
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
化
へ
の
対
処
（
も

と
よ
り
ワ
ロ
ン
の
方
が
人
口
は
少
な
か
っ
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
化
が
急
速
に
進
ん
だ
）
や
経
済
的
衰
退
の
収
束
が
重
要

(32) 

視
さ
れ
る
。
中
世
以
来
、
伯
領
や
都
市
の
独
立
、
分
散
化
傾
向
が
強
か
っ
た
た
め
、
フ
ラ
マ
ン
と
比
べ
る
と
、
言
語
・
地
域
的
な
意
味
で

の
「
ワ
ロ
ン
」
と
い
う
ァ
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
は
歴
史
的
に
も
弱
か
っ
た
。
ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
も
と
か
ら

(33) 

根
強
く
存
在
し
て
い
た
と
言
う
よ
り
も
、
経
済
的
利
害
か
ら
動
員
・
形
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

戦
後
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
経
済
・
社
会
構
造
の
変
化
は
、

フ
ラ
マ
ン
、

ワ
ロ
ン
双
方
に
、
現
実
に
置
か
れ
て
い
る
地
位
と
伝
統
的
な
地

位
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
ヘ
の
疑
念
を
抱
か
せ
た
。
そ
し
て
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(34) 

ナ
リ
ズ
ム
と
ワ
ロ
ン
の
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
い
ず
れ
も
連
邦
主
義
を
掲
げ
る
）
を
発
生
さ
せ
た
。
言
語
集
団
間
対
立
の
解
決
策
と

な
っ
た
の
は
こ
の
連
邦
主
義
で
あ
る
と
言
え
る
。
も
と
も
と
言
語
集
団
間
対
立
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

フ
ラ
マ
ン
の
地
位
向
上
の
た
め
に
と
ら
れ
た
策
は
、
「
二
言
語

主
義
」
は
不
十
分
な
結
果
に
終
わ
り
、
「
一
言
語
主
義
」
は
ワ
ロ
ン
側
か
ら
の
反
発
を
招
く
な
ど
、
言
語
集
団
間
対
立
の
解
決
策
に
な
っ

し
た
が
っ
て
、

フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
お
い
て
も
、
重
要
な
成
果
と
な
っ
た
の
は
後
に
実
施
さ
れ
る
連
邦
化
で
あ
っ
た
。

連
邦
制
の
下
で
は
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
も
の
の
、
制
度
的
に
は
フ
ラ
マ
ン
と
い
う
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
連
邦
化
と
い
う
改
革
は
、
（
民
主
主
義
も
掲
げ
る
）

(35) 

主
主
義
勢
力
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
一
体
性
が
維
持
さ
れ
た
の
も
、
戦
間
期
に
民
主
派
で
も
あ
る
ミ
リ
マ

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

た
と
は
言
い
難
い
。

八

フ
ラ
マ
ン
側
の
地
位
向
上
を
求
め
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

フ
ラ
マ
ン
人
民
同
盟
や
、

へ
の
忠
節
が
強
め

フ
ラ
マ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
民

（
九
四
三
）

（
フ
ラ
マ
ン
の
文
化
的
ナ
シ
ョ



リ
ス
ト
が
、

第
五
一
巻
五
号

フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
多
数
派
を
形
成
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
言
語

集
団
間
対
立
の
解
決
（
国
家
の
分
離
・
解
体
な
し
）

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
七

0
年
の
改
革

に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
民
主
派
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
、

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
間
で
の
言
語
集
団
間
対
立
は
一
九
六

0
年
代
に
激
化
し
、
六
八
年
に
フ
ラ
マ
ン
地
域
内
に
あ
る
ル
ー
ヴ
ァ
ン
大

学
の
フ
ラ
ン
ス
語
部
門
の
移
転
を
め
ぐ
っ
て
対
立
は
頂
点
に
達
し
た
。
六

0
年
代
中
頃
に
は
、
連
邦
主
義
を
掲
げ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
政

党
の
躍
進
も
目
立
ち
、
六
八
年
に
成
立
し
た
エ
イ
ス
ケ
ン
ス
内
閣
の
努
力
に
よ
っ
て
七

0
年
に
憲
法
が
改
正
さ
れ
、
四
度
に
わ
た
っ
て
行

わ
れ
る
憲
法
改
正
に
よ
る
国
制
改
革
の
口
火
を
切
っ
た
。
言
語
集
団
間
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
改
革
が
行
わ
れ
、
そ
の

結
果
ベ
ル
ギ
ー
国
家
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
九
七

0
年
の
改
革
で
は
、
「
言
語
（
文
化
）
共
同
体
」

(
G
e
m
e
e
n
s
c
h
a
p
/
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
,

語
の
三
共
同
体
が
存
在
）

と
「
地
域
」

(
G
e
w
e
s
t
/
R
e
g
i
o
n
,

と
い
う
二
種
類
の
新
し
い
行
政
組
織
の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
。
前
者
に
は
、
教
育
、
言
語
、
文
化
に
関
す
る
権
限
が
移
譲
さ
れ
、
議
会
も

設
置
（
権
限
の
範
囲
内
で
国
法
と
同
等
の
立
法
が
可
能
、
議
員
は
国
会
議
員
が
兼
職
可
）
さ
れ
た
。
後
者
に
は
、
産
業
振
興
や
公
共
工
事

な
ど
経
済
に
関
す
る
権
限
が
移
譲
さ
れ
た
（
但
し
、
両
者
と
も
完
成
し
た
行
政
組
織
で
は
な
く
、
特
に
後
者
は
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
を
め
ぐ
る

3

ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
化

関
法

フ
ラ
マ
ン
地
域
、

（
九
四
四
）

オ
ラ
ン
ダ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ

ワ
ロ
ン
地
域
、
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
地
域
の
三
地
域
が
存
在
）

八
四



れ
た
背
景
に
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
形
態
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

因
か
ら
連
邦
化
や
地
域
再
編
を
求
め
る
ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）

八
五

問
題
か
ら
そ
の
創
設
が
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
、
詳
細
は
後
の
法
制
化
に
委
ね
ら
れ
た
）
。
こ
の
よ
う
な
「
二
次
元
の
連
邦
制
」
が
導
入
さ

（
文
化
的
自
治
を
求
め
る
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
経
済
的
要

の
存
在
と
、
社
会
・
経
済
的
単
位
で
は
な
い
少
数
の
ド
イ
ツ
語
共

同
体
の
存
在
、
ま
た
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
を
「
州
」
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
移
譲
す
る
単
純
な
「
地
理
的
連
邦
制
」
の
適
用
は
、
ベ
ル

(36) 

ギ
ー
国
家
を
分
裂
状
態
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
。

七
0
年
の
改
革
で
導
入
さ
れ
た
「
二
次
元
の
連
邦
制
」
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
保
護
と
い
う
点
か
ら
も
必
要
だ
っ
た
と
言
え
る
が
、
こ
の
他

に
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
保
護
の
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
は
言
語
間
の
利
益
や
宗
教
間
の
権
カ
バ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
点
で
デ
リ

ケ
ー
ト
な
国
で
あ
り
、
地
方
分
権
化
は
一
方
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
地
位
に
落
と
す
と
い
う
懸
念
が
常
に
存
在
す
る

強
い
）
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
内
閣
は
、
首
相
以
外
は
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
大
臣
と
フ
ラ
ン
ス
語
使
用
大
臣
が
同
数
で
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
、
言
語
に
関
す
る
法
案
の
採
決
に
は
両
言
語
の
過
半
数
と
全
体
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
拒
否
権
と
し
て

11

警
鐘
II

手
続
き

(
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
e
 s
o
n
n
e
t
t
e
 d
'
a
l
a
r
m
e
)

も
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
言
語
集
団
間
の

(37) 

パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
お
そ
れ
の
あ
る
法
案
は
、
一
方
の
四
分
の
三
の
賛
意
で
差
し
戻
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(38) 

ま
た
こ
の
年
の
五
月
二
七
日
の
最
高
裁
の
決
定
に
よ
り
、
国
際
法
と

E
C
法
優
越
の
原
則
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
一
九
七
0
年
の

ベ
ル
ギ
ー
の
一
連
の
動
向
を
、
「
一
九
世
紀
流
の
統
一
主
権
国
家
は
過
去
の
も
の
」
に
な
っ
た
、

つ
ま
り
「
国
家
主
権
は
一
方
で
超
国
家

的
機
関
で
あ
る
E
C
.
N
A
T
O
な
ど
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
他
方
で
国
会
の
権
限
は
地
域
社
会
に
与
え
ら
れ
た
文
化
的
な
自
治
と
地
方

(39) 

分
権
に
よ
っ
て
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
す
る
見
方
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
「
地
域
」
の
方
は
創
設
が
認
め
ら
れ
た
だ

け
で
詳
細
は
後
の
法
制
化
に
委
ね
ら
れ
、
執
行
機
関
や
独
自
の
財
源
は
「
言
語
共
同
体
」
と
「
地
域
」
の
ど
ち
ら
に
も
認
め
ら
れ
な
か
っ

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
四
五
） （

特
に
ワ
ロ
ン
の
方
で
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護
の
た
め
の
も
の
だ
が
、
同
時
に
国
会
（
統
合
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
）

た
。
し
た
が
っ
て
諸
機
能
は
中
央
政
府
が
掌
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
言
語
関
係
法
案
に
関
す
る
規
定
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
保

(40) 

の
優
越
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
九
七
0
年

の
改
革
で
も
っ
て
、

一
九
八

0
年
の
改
革

一
九
世
紀
流
の
統
一
主
権
型
国
家
と
し
て
の
ベ
ル
ギ
ー
が
終
焉
を
迎
え
た
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。

一
九
八

0
年
の
改
革
で
は
、
「
共
同
体
（
改
称
）
」
と
「
地
域
」
に
議
会
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
行
政
組
織
が
独
自
の
、
ま
た
国
法
と

同
等
の
法
体
系
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
但
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
は
除
く
）
。
行
政
を
行
う
「
執
行
機
関
」
も
設
置
さ
れ
、
徴
税
・
公
債

発
行
権
の
認
可
に
よ
り
独
自
の
財
源
を
持
つ
よ
う
に
も
な
っ
た
。
ま
た
言
語
の
使
用
が
問
題
と
な
る
医
療
、
社
会
福
祉
、
移
民
認
定
な
ど

が
「
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
分
野

(
m
a
t
i
e
r
e
s
p
e
r
s
o
n
n
a
l
i
s
a
b
l
e
s
)
」
と
し
て
「
共
同
体
」
の
管
轄
下
に
、
地
方
の
経
済
振
興
、
住
宅
・
都

市
問
題
、
雇
用
、
環
境
な
ど
が
「
土
地
に
帰
せ
ら
れ
る
分
野

(
m
a
t
i
e
r
e
s
localisables)
」
と
し
て
「
地
域
」
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。

さ
ら
に
フ
ラ
マ
ン
で
は
議
会
の
合
併
に
よ
り
「
共
同
体
」
と
「
地
域
」
が
合
併
し
た
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
と
い
う
二
つ
の
構

(41) 

成
体
か
ら
成
る
連
邦
国
家
へ
の
道
を
開
く
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
独
自
の
立
法
権
や
財
源
、
権
限
の
移
譲
と
い
っ
た
、
連
邦
化
改
革

の
議
題
と
さ
れ
た
問
題
は
中
央
政
府
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
、
市
民
も
そ
れ
を
期
待
し
た
。
ま
た
「
共
同
体
」
・
「
地
域
」
議
会
議
員
を
国
会

議
員
が
兼
職
出
来
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
財
政
の
自
立
性
も
完
全
に
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
（
の
議

(42) 

の
自
立
性
や
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
も
制
限
す
る
も
の
だ
っ
た
。

会
や
政
府
）

八
0
年
の
改
革
は
非
中
央
集
権
的
な
国
家
へ
の
大
き
な
躍
進
と
考
え
ら
れ
た
が
、

一
方
で
地
方
の
権
限
の
強
化
が
中
央
政
府
と
の
間
で

(43) 

紛
争
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
中
央
・
地
方
間
の
関
係
を
処
理
す
る
諮
問
委
員
会
や
仲
裁
院
も
設
置
さ
れ
た
。

関
法

八
六

（
九
四
六
）



こ。t
 

フ
ラ
マ
ン
地
域
内
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
、

こ
れ
は
八
0
年
の
改
革
の
焦
点
と
な
り
、
こ
れ
が
完
成
し
た
こ
と
は
フ
ラ
マ
ン
、

一
九
八
八
年
の
改
革

八
七

（
人
口
的
に
優
位
に
立
て
る
た
め
）

一
方
、

フ
ラ
ン
ス
語
住
民
側
は

ワ
ロ
ン
双
方
の
エ
リ
ー
ト
の
努
力
の
結
果
で
も
あ
る
。

同
じ
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抱
え
な
が
ら
も
、
ベ
ル
ギ
ー
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
や
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
よ
う

(44) 

に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
八

0
年
の
改
革
で
も
中
央
集
権
的
要
素
は
多
く
残
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
不
完
全
な
が
ら
も
非
中
央
集
権
型

(45)

（

46) 

国
家
建
設
へ
の
大
き
な
躍
進
と
言
え
る
。
い
わ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
は
急
速
に
連
邦
化
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
九
八
八
年
の
改
革
で
最
も
大
き
な
進
展
は
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
問
題
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
首
都
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
は

一
八
三
一
年
に
出
来
て
以
来
フ
ラ
ン
ス
語
化
さ
れ
て
い
た
た
め
、
多
数
の
フ
ラ
ン
ス
語
系
住

民
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
言
語
地
域
設
立
の
際
に
は
二
言
語
使
用
地
域
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
産
業
化
・
都
市
化

は
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
の
増
加
に
拍
車
を
か
け
、
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
郊
外
に
多
数
の
フ
ラ
ン
ス
語
系
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ

一
九
六
0
年
代
に
高
ま
っ
た
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
フ
ラ
マ
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
存

在
の
正
式
な
承
認
の
要
求
と
、
郊
外
へ
の
フ
ラ
ン
ス
語
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
拡
大
に
対
す
る
反
発
を
強
め
た
。

郊
外
を
含
め
た
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
地
域
の
範
囲
確
定
、
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
を
独
立
し
た
地
域
と
す
る
こ
と

を
要
求
し
た
。
こ
の
よ
う
に
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
地
域
と
し
て
の
扱
い
と
範
囲
確
定
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
る
郊
外
の

(47) 

フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
問
題
化
）
が
対
立
の
焦
点
と
な
っ
た
。
こ
の
対
立
は
、

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

一
九
七
0
年
の
「
地
域
」
設
立
や
八
〇

年
の
「
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
地
域
議
会
」
の
設
立
を
遅
ら
せ
る
な
ど
の
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、
こ
の
年
の
改
革
で
よ
う
や
く
合
意
が
成
立
し

（
九
四
七
）



た
の
で
あ
る
。

第
五
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五
号

（
九
四
八
）

合
意
で
は
、
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
地
域
の
範
囲
は
郊
外
を
除
い
て
確
定
さ
れ
、
郊
外
の
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
へ
の
特
別
措
置
が
恒
久
化
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
も
中
央
政
府
の
管
轄
下
に
置
か
れ
な
い
「
地
域
」
と
し
て
確
立
し
、
直
接
選
挙
に
よ
る
議
会
（
こ
れ

は
他
の
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
に
先
立
つ
）
が
設
置
さ
れ
、
議
会
は
「
共
同
体
」
管
轄
の
問
題
を
決
定
す
る
両
言
語
の
「
共
同
体
委
員

会
」
に
分
け
ら
れ
た
。
ま
た
政
府
の
閣
僚
は
両
言
語
同
数
、
議
会
の
議
決
も
両
言
語
集
団
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
た
。
教
育
、
医
療
、
社

会
福
祉
は
個
人
の
選
択
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
保
護
が
は
か
ら
れ
た
。
ま
た
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
と
は
別
に
仲
裁
院
の
機

(48) 

能
も
強
化
さ
れ
た
。

さ
ら
に
「
共
同
体
」
と
「
地
域
」
の
権
限
も
拡
大
さ
れ
た
（
前
者
に
は
教
育
、
後
者
に
は
経
済
に
関
し
て
の
、
ほ
と
ん
ど
の
権
限
）
上
、

深
刻
化
す
る
ペ
ル
ギ
ー
の
財
政
難
か
ら
、
財
政
に
関
す
る
権
限
の
地
方
へ
の
移
譲
も
さ
ら
に
進
み
、
こ
れ
は
連
邦
化
を
さ
ら
に
進
め
る
も

(49) 

の
と
な
っ
た
。

一
九
九
三
年
の
改
革

プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
問
題
の
解
決
は
連
邦
化
の
動
き
を
加
速
さ
せ
、
一
九
九
三
年
の
憲
法
改
正
で
も
っ
て
連
邦
制
に
移
行
す
る
。
憲
法
第
一

(50) 

条
に
「
ベ
ル
ギ
ー
は
、
共
同
体
と
地
域
圏
か
ら
成
る
連
邦
国
で
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
、
他
の
懸
案
事
項
に
も
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
。
ま
ず

「
共
同
体
」
と
「
地
域
」
の
自
立
性
を
高
め
る
た
め
、
国
会
議
員
の
う
ち
下
院
議
員
は
こ
れ
ら
の
議
会
の
議
員
と
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
た
。

ま
た
上
院
議
員
は
七
一
名
中
、
ニ
―
名
が
「
共
同
体
」
議
員
を
兼
任
す
る
と
さ
れ
、
上
院
は
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
の
代
表
機
関
、
下

(51) 

院
は
国
民
の
直
接
代
表
機
関
と
な
っ
た
。
「
共
同
体
」
と
「
地
域
」
の
権
限
も
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
主
要
な
改
革
と
し
て

関
法

＼
＼
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九

は
、
「
共
同
体
」
と
「
地
域
」
に
対
外
政
策
に
関
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
、
中
央
政
府
と
同
様
に
、
条
約
へ
の
署
名
な
ど
の
独
自
の
対
外

政
策
の
追
求
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
語
「
共
同
体
」
議
会
は
、

ン
ス
語
使
用
者
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
フ
ラ
マ
ン
、

ワ
ロ
ン
と
い
う
大
き
な
州
と
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
ド
イ
ツ
語
共
同
体
と
い
う

(52) 

小
さ
な
州
か
ら
な
る
ベ
ル
ギ
ー
、
と
い
う
構
造
が
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

九
三
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、

ワ
ロ
ン
地
域
と
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
フ
ラ

(53) 

ベ
ル
ギ
ー
で
は
「
原
型
的
単
一
国
家

(
O
r
i
g
i
n
a
l
U
n
i
t
a
r
y
 S
t
a
t
e
)
」
は
終
焉
を
迎
え
た
、
ま
た
ベ
ル

(54) 

ギ
ー
を
国
民
国
家
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
、
と
言
う
論
者
も
存
在
す
る
。
た
し
か
に
ベ
ル
ギ
ー
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
一
九
世
紀

型
の
統
一
主
権
型
国
家
と
し
て
の
形
態
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
が
、
多
く
の
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
自
立
化

し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
が
言
語
集
団
（
と
い
う
、
い
わ
ば
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
）
と
一
致
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
を

国
民
国
家
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
が
出
て
こ
よ
う
。
し
か
し
国
民
国
家
の
統
合
に
不
可
欠
（
な
い
し
は
国
民
共
通
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
）

と
考
え
ら
れ
る
問
題
（
国
防
、
国
家
予
算
管
理
、
市
民
権
、
裁
判
行
政
、
社
会
保
障
・
公
衆
衛
生
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
中

央
政
府
が
多
く
の
権
限
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
議
会
制
度
も
連
邦
制
に
適
応
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
国
会
の
下
院
は
国
民
的
連
帯

感
を
具
現
化
す
る
重
要
な
民
主
主
義
制
度
と
し
て
権
力
を
握
っ
て
い
る
。
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
の
対
外
政
策
に
お
い
て
も
、
連
邦
政

な
ど
）

府
と
の
協
議
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
権
限
は
ベ
ル
ギ
ー
の
基
本
的
外
交
方
針
の
範
囲
内
（
国
交
の
な
い
国
と
の
協
定
締
結
は
不
可
能

(55) 

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
無
視
し
て
、
も
は
や
ベ
ル
ギ
ー
は
国
民
国
家
で
は
な
い
、
と
断
言
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
だ
ろ
う
。

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
言
語
集
団
間
対
立
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
連
邦
化
に
よ
る
解
決
を
迫
り
、
そ
の
結
果
ベ
ル

ギ
ー
の
国
家
構
造
は
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
力

な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
要
因
を
次
章
で
さ
ら
に
探
り
、
ま
た
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
が
国
民
国
家
と
言
え
る
の
か
、
の
問
題
を
探
る
た
め
に

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
四
九
）



も
の

な
モ
デ
ル

何
故
な
の
か
。
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も
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

A
・
ス
ミ
ス
の
議
論

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題

（
九
五
0
)

E
・
ゲ
ル
ナ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
近
代
工
業
社
会
に
な
っ
て
出
現
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
近
代
化
の
副

産
物
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
政
治
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
近
代
主
義
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
言
語
や
文
化
に
根
ざ
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

つ
ま
り
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
十
分
に
は
分
析

出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
言
語
や
文
化
と
い
っ
た
も
の
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
加
熱
さ
せ
る
要
因
と
な
る
の
は

A
・
ス
ミ
ス
は
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
に
は
歴
史
上
の
領
域
、
法
的
・
政
治
的
共
同
体
、
構
成
員
の
法
的
・
政
治
的
平
等
、
市
民
文
化
と

い
っ
た
も
の
を
構
成
要
素
と
す
る
西
欧
的
（
ま
た
は
市
民
的
）

モ
デ
ル
が
存
在
す
る
事
を
認
め
る
が
、

フ
ラ
マ
ン
の
ナ

一
方
で
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
非
西
欧
的

（
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
概
念
と
も
言
う
）
も
存
在
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
系
譜
と
想
定
さ
れ

る
出
自
の
絆
、
言
語
、
慣
習
、
伝
統
な
ど
の
土
着
文
化
を
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ゲ

ル
ナ
ー
が
考
え
る
以
上
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
特
徴
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
。
ス
ミ
ス
の
こ
う
し
た
議
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
二
種
類
の

（
社
会
的
近
代
化
の
副
産
物
と
し
て
の
も
の
と
、

す
る
も
の
）
が
存
在
し
、
ま
た
国
民
国
家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
も
同
じ
よ
う
に
二
種
類
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
国
民
国
家
形

関
法

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
促
進
す
る
た
め
に
原
初
的
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要
素
を
利
用

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
関
係
、

九
〇



成
ル
ー
ト
に
は
、
君
主
制
・
封
建
国
家
の
領
土
か
ら
国
民
国
家
に
発
展
す
る
ル
ー
ト
と
、

九

（
動
員
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
共
同
体
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
そ
し
て

国
民
国
家
に
発
展
す
る
ル
ー
ト
の
ふ
た
つ
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
ケ
ー
ス
で
は
一
七
八
九
年
の
プ
ラ
バ
ン
ト
革
命
が

一八――

1
0年
の
独
立
革
命
が
後
者
の
ル
ー
ト
に
あ
た
る
。
独
立
革
命
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
か
ら

(56) 

ネ
イ
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
国
民
国
家
へ
と
発
展
す
る
プ
ロ
セ
ス
だ
っ
た
と
言
え
る
。

ス
ミ
ス
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
「
エ
ス
ニ
ー
」

(ethnie
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
単
語
の
英
語
読
み
）
と
呼
ぶ
。
エ
ス
ニ
ー
は
集
団
の
名

前
、
共
通
の
祖
先
や
歴
史
、
文
化
（
言
語
や
宗
教
に
お
け
る
特
性
）
、
特
定
の
領
域
と
の
結
び
つ
き
、
連
帯
感
な
ど
の
構
成
要
素
を
持
つ

(57) 

人
間
集
団
、
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
属
性
が
多
い
ほ
ど
エ
ス
ニ
ー
の
理
念
型
に
近
く
な
る
。
近
代
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
過
去
に
こ

の
エ
ス
ニ
ー
が
存
在
し
た
こ
と
が
前
提
で
あ
る
、
と
ス
ミ
ス
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
人
口
の
同
質
化
や
、
文
化
や
感
情
の
刺
激
、
大
衆
の

(58) 

連
帯
・
動
員
に
は
エ
ス
ニ
ー
や
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ス
ミ
ス
は
、
エ
ス
ニ
ー
は
ア
イ

(59)

（

60) 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
象
で
あ
る
と
も
考
え
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
フ
ラ
マ
ン
を
エ
ス
ニ
ー
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

フ
ラ
マ
ン
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
象
と
な
る
エ
ス
ニ
ー
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
国
民
国
家
が
出
来
る
以
前
か
ら

存
在
し
た
、
と
考
え
れ
ば
フ
ラ
マ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
い
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
こ
と
も
理
解
出
来
よ
う
。

し
か
し
、
前
に
見
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
は
「
ベ
ル
ギ
ー
国
民
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
国
民
国
家
と
し
て

成
立
し
た
。
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
て
く
る
の
は
何
故
な
の
か
。

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
は
一
挙
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
静
態
的
な
目
標
で
は
な
く
長
期
に
わ
た
る
プ
ロ
セ
ス

包
摂
、
政
治
化
、
自
給
自
足
）

た
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

前
者
の
ル
ー
ト
、

で
あ
り
、
こ
れ
は
決
し
て
終
わ
る
こ
と
な
く
世
代
ご
と
に
新
し
い
意
味
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

エ
ス
ニ
ー
が
近
代
的
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
ヘ
発
展
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
中
央
集
権
的
官
僚
制
が
欠
如
し
て
い
た

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
五
一
）
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前
近
代
に
お
い
て
は
、

エ
ス
ニ
ー
は
階
級
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
（
つ
ま
り
、
貴
族
階
級
の
み
が
そ
の
成
員
に
な
る
こ
と
が
出
来

る
）
が
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
発
展
す
る
た
め
に
は
中
流
・
下
層
階
級
を
「
包
摂
」
し
て
、
彼
ら
を
（
外
部
者
は
排
し
た
形
の
）
市
民
（
階
級

に
関
わ
り
な
く
市
民
権
が
保
証
さ
れ
、
共
通
意
志
・
忠
誠
の
目
標
を
持
つ
）
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
結
果
、

こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
に
「
包
摂
」
や
「
動
員
」
の
要
素
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
核
と
は
、
統
一
・
包
摂
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
世
代
ご
と
に
変
動
し
な
が
ら
も
継
承
さ
れ
る
、

（九五―-）
エ
ス
ニ
ー
の
規
模
や
領

域
が
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
広
範
囲
に
行
き
渡
っ
た
「
包
摂
」
の
感
覚
を
活
性
化
し
、
市
民
の
新
し
い
紐
帯
を
創
造
す
る
た
め
に
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
奮
い
立
た
せ
、
共
通
の
政
治
的
目
的
の
た
め
に
「
動
員
」
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
地
位
を
求

め
る
な
ら
ば
、
国
家
の
舞
台
に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
、
権
力
配
分
へ
の
影
響
力
や
権
利
の
主
張
（
つ
ま
り
「
政
治
化
」
す
る
こ
と
）
が

(61) 

必
要
と
な
る
。
そ
れ
な
し
に
は
文
化
の
防
衛
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
一
八
―
―

1
0
年
の
独
立
革
命
に
こ
う
し
た
要
素
が
見
て
取
れ
よ
う
。
革
命
派
は
「
ベ
ル
ギ
ー
国
民
」
の
名
の
下
、

(62) 

「
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
自
由
と
独
立
」
を
主
張
し
、
市
民
革
命
と
し
て
の
独
立
革
命
に
は
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
か
ら
労
働
者
ま
で
が
参
加
し
た
。

同
時
に
ス
ミ
ス
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
生
存
の
た
め
に
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
核

(ethnic
c
o
r
e
)
」
を
必
要
と
す
る
と
言
う
。
エ
ス
ニ
ッ
ク

エ
ス
ニ
ッ
ク
文
化
に
特
有

の
伝
統
を
指
す
。
欧
州
に
お
い
て
は
「
三
つ
の
革
命
（
国
家
の
中
央
集
権
化
に
よ
る
経
済
の
統
合
、
行
政
管
理
の
専
門
的
官
僚
化
、
教

育
・
文
化
的
統
一
）
」
以
来
、
支
配
的
エ
ス
ニ
ー
を
中
心
に
し
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
、
国
民
国
家
に
発
展
し
た
が
、
こ
こ
で
エ
ス

ニ
ッ
ク
な
核
と
な
っ
た
の
は
支
配
的
エ
ス
ニ
ー
の
文
化
だ
っ
た
。
支
配
的
エ
ス
ニ
ー
は
近
隣
の
エ
ス
ニ
ー
を
取
り
込
ん
で

た
）
文
化
的
な
同
化
・
標
準
化
を
は
か
り
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
・
政
治
的
領
域
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
同
化
し
な
い
エ
ス
ニ
ー

(63) 

は
従
属
的
な
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

関
法

九

（
言
語
も
含
め



2
 ベ

ル
ギ
ー
に
お
い
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
核
と
な
る
文
化
は
何
か
。
ベ
ル
ギ
ー
の
共
通
の
歴
史
や
伝
統
、
文
化
と
い
っ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要

素
が
、
独
立
革
命
時
に
革
命
派
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
、
こ
れ
が
ベ
ル
ギ
ー
国
民
の
シ
ン
ボ
ル

(64) 

の
地
位
に
ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
図
式
か
ら

な
る
）

考
え
る
と
、
独
立
後
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
唯
一
の
公
用
語
（
ま
た
支
配
階
級
の
使
用
言
語
）
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ

的
地
位
に
置
か
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、

と
に
よ
っ
て
フ
ラ
マ
ン
側
は
支
配
的
エ
ス
ニ
ッ
ク
文
化
に
同
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
化
し
な
い
エ
ス
ニ
ー
が
従
属

フ
ラ
マ
ン
が
低
い
地
位
に
置
か
れ
た
原
因
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
ま
た
、
同
化
し
な
い

こ
と
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
象
に
な
り
う
る
エ
ス
ニ
ー
が
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
立
後
ベ

ル
ギ
ー
で
は
、

フ
ラ
マ
ン
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
火
種
が
残
さ
れ
、

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
フ
ラ
マ
ン
が
エ
ス
ニ
ー
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、

九

フ
ラ
マ
ン
側
の
低
い
地
位
が
こ
れ
に
火
を
つ
け
、
ま

が
問
題
に
な
る
。
中
世
以
来
、
伯
領
や
諸
都
市
の
独
立
、
分
散
化
傾
向
が
強
く
、
「
ワ
ロ
ン
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
弱
か
っ

た
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
経
済
的
利
害
か
ら
動
員
さ
れ
た
と
い
う
要
素
が
強
い
。
し
か
し
、

済
的
利
害
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
単
に
経

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
伴
っ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う

こ
こ
で
言
語
社
会
学
の
見
地
か
ら
の
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
言
語
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

J

と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

言
語
社
会
学
的
分
析

た
は
油
を
注
ぐ
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（九五――-）

一
方
の
ワ
ロ
ン
も
エ
ス
ニ
ー
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か

（
国
民
の
存
在
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
に
も



域
」
と
い
う
も
の
は
社
会
、
経
済
、
政
治
、
文
化
の
作
用
を
反
映
し
、
ま
た
そ
う
し
た
作
用
を
具
体
化
す
る
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
言
語
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、

域
主
義
に
関
す
る
研
究
は
指
摘
し
て
い
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
、
文
化
的
な
差
異
は
領
域
的
な
配
置
や
識
別
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ

(67) 

か
ら
生
じ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お

る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
共
感
も
地
域
の
環
境
（
地
域
的
変
動
に
左
右
さ
れ
る
）

い
て
言
語
境
界
線
に
よ
る
行
政
的
分
離
は
、
言
語
共
同
体
間
の
分
裂
を
制
度
化
し
た
。
政
治
・
経
済
・
社
会
制
度
を
地
域
別
に
分
離
す
る(68) 

こ
と
は
人
々
の
注
意
を
「
地
域
レ
ヴ
ェ
ル
」
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
地
域
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、

ワ
ロ
ン
も
フ
ラ
マ
ン
と
同
様
に
（
エ
ス
ニ
ー
の
よ
う
な
）

ま
た
ベ
ル
ギ
ー
の
言
語
地
域
は
、

関
法

第
五
一
巻
五
号

が
ど
の
よ
う
に
創
り
出
さ
れ
る
か
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
私
的
関
係
に
お
い
て
は
多
く
の
場
合
、
土
着
の
地
域
言
語

（
西
フ
ラ
マ
ン
語
、
プ
ラ
バ
ン
ト
語
、

リ
ン
バ
ー
グ
語
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
語
な
ど
）
が
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
語
は
国
語
と
し

て
の
標
準
語
に
は
認
知
さ
れ
な
い
。
認
知
さ
れ
て
い
る
の
は
フ
ラ
マ
ン
の
オ
ラ
ン
ダ
語
、

で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
現
在
で
は
公
用
語
の
地
位
に
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
こ
う
し
た
言
語
政
策
は
土
着
の
地
域
言
語
衰
退
の
一
因
に
も

(65) 

な
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
言
語
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
三
つ
の
標
準
語
に
対
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
政
策
は
、

多
数
の
土
着
の
地
域
言
語
を
カ
テ
ゴ
ラ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
の
困
難
さ
か
ら
、

（
九
五
四
）

ワ
ロ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
の
三
言
語

六
年
に
標
準
語
が
近
接
言
語
の
複
合
物
（
例
え
ば
フ
ラ
マ
ン
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
は
同
じ
言
語
）
と
し
て
定
義
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
述

の
三
言
語
が
標
準
語
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
は
言
語
法
や
「
言
語
共
同
体
」
の
設
定
に
よ
り
、
「
国
語
」
と
い
う
考

(66) 

え
方
よ
り
む
し
ろ
「
地
域
言
語
」
と
い
う
考
え
方
の
方
が
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要
素
の
み
が
作
用
し
て
い
る
純
粋
に
言
語
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
「
地

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
、
と
最
近
の
先
進
諸
国
の
地

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
伴
っ
た
言
語
集
団
に
な
り

一
八
三

0
年
の
独
立
時
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、

一
八
六

九
四



お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
が
、

3
 

う
る
、
し
た
が
っ
て
ワ
ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
様
の
も
の
に
な
り
う
る
、
と
考
え
る
こ
と
が

出
来
る
。
ま
た
以
上
の
議
論
か
ら
、

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
持
た

れ
方
に
も
相
違
が
あ
る
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

A
・
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
議
論

九
五

(
E
t
h
n
i
c
i
t
y
)
」
と
は
（
話
さ
れ
る
）

A
・
ス
ミ
ス
と
同
様
に
「
近
代
主
義
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
っ
た
議
論
を
展
開
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
者
に

A・

ヘ
イ
ス
テ
ィ

ン
グ
ズ
が
い
る
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
議
論
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
稿
に

ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
議
論
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
国
家
の
状
態
に
つ
い
て
、

ギ
ー
と
い
う
単
一
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
に
融
合
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
こ
の
融
合
は
「
幻
影
が
そ
の
魔
力
を
失
っ
た
」
ゆ
え
に
幾
分
架

(69) 

空
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
見
る
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
用
語
法
で
は
、
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

言
語
と
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
す
る
集
団
で
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
発
生
以
前
の
全
て
の
社
会
に
存
在
し
、
集
団
間
の
同
一
・

差
異
の
要
素
も
こ
こ
で
発
生
す
る
。

一
方
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン

こ
と
な
く
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
中
に
残
存
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
と
い
う
二
つ
の
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
が
ベ
ル

（N
臣
on)
」
は
（
書
か
れ
る
）
言
語
と
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
自

治
権
（
の
要
求
）
を
持
つ
集
団
で
、
そ
の
自
己
意
識
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
よ
り
も
遥
か
に
強
い
。
但
し
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
後
も
エ
ス
ニ
シ

(70) 

テ
ィ
に
対
す
る
忠
誠
心
は
消
え
る
こ
と
は
な
く
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
下
位
区
分
と
し
て
残
存
す
る
。
い
わ
ぱ
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
文
化
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
特
徴
と
し
、

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
後
も
消
滅
す
る

（
九
五
五
）



こ
の
図
式
に
ベ
ル
ギ
ー
を
当
て
は
め
る
と
、

に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

あ
る
。
ま
た
言
語
の
転
換
期
に
は
「
原
初
的
ネ
イ
シ
ョ
ン

第
五
一
巻
五
号

し
か
し
、
ベ
ル
ギ
ー
を
（
書
か
れ
る
言
語
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
）
ネ
イ
シ
ョ
ン
、

け
ら
れ
る
）

フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
を
（
話
さ
れ
る
言
葉
で
特
徴
づ

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
す
る
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
見
方
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
言
語
の
転
換
（
話
さ
れ
る
も
の
か
ら
書
か
れ
る
も
の
へ
）
に
よ
っ
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
ま

(71) 

た
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
統
合
要
素
に
（
自
然
に
）
転
換
す
る
と
言
う
。
こ
れ
が
起
こ
る
の
は
、
言
語
は
書
か
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
安
定
し
て
、

思
想
を
広
め
る
力
も
持
ち
、
使
用
者
も
増
加
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
方
言
な
ど
の
存
在
の
た
め
に
統
一
性
が
な
か
っ
た
言
語
も
、
内
部
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
抑
制
さ
れ
、
優
勢
な
支
配
的
「
普
遍
語
（
例
え
ば
ラ
テ
ン
語
な
ど
）
」
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
対
抗
出
来
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で

(proto ,
 
n
a
t
i
o
n
)
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
創
り
出
さ
れ
、
宗
教
や
統
治
、
教
育

(72) 

に
お
い
て
普
遍
語
で
は
な
く
独
自
の
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
の
利
益
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
左
の
図
の
よ
う

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

l
転
換
期
（
を
経
て
）

l
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
ま
た
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
統
合
要
素
（
へ
と
転
換
）

――
 

言
語
の
転
換
（
話
さ
れ
る
こ
と
ば
か
ら
、
書
か
れ
る
こ
と
ば
へ
の
転
換
）

同
時
に
、
「
原
初
的
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
発
生

（
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
体
）

は
、
言
語
の
転
換
に
よ
っ
て
原
初
的
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
、
そ
し
て
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン

体
）
の
統
合
要
素
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
―
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
国
民
国
家
が
出
来
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
で

は
、
こ
の
統
合
が
「
魔
力
を
失
っ
た
幻
影
」
と
な
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

関
法

で
あ
っ
た
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン

（
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有

九
六

（
九
五
六
）



よ
う
。

必
要
は
な
い

に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
で
あ
れ
ば
、

れ
だ
け
で
は
説
明
は
不
十
分
だ
ろ
う
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
、

九
七

(73) 

ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
海
外
植
民
地
の
存
在
が
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
統
合
を
機
能
さ
せ
る
要
因
だ
っ
た
と
す
る
が
、
こ

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
い
う
も
の
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
後
は
次
第
に
消
え

て
薄
れ
て
い
く
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
。
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と

(74) 

個
々
人
の
内
面
に
お
け
る
想
像
力
が
集
合
的
に
は
た
ら
く
こ
と
で
の
み
持
続
す
る
。
い
わ
ば
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
「
創
造
の
共
同
体
」
で
あ
り
、

そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
よ
り
も
も
ろ
い
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
結
局
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
融
合
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー

に
お
い
て
も
、
残
存
し
た
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
と
い
っ
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
方
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
で
は
伝
統
国
家
（
多
様
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
抱
え
な
が
ら
存
続
が
可
能
）

な
っ
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
創
り
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
創
り
出
さ
れ
る
こ
と
で
法
、
教
育
制
度
、
愛
国
心
、
歴
史
意
識
が

意
識
的
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
強
制
的
な
言
語
の
統
一
が
統
治
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ

政
策
は
国
民
国
家

(nation'state)

と
は
異

ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
の
よ
う
な
非
国
民
国
家

(
n
o
n
,
 
nation ,
 
state)

に
お
い
て
さ
え
も
、
政
府
の

の
特
徴
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
最
も

重
要
な
要
素
は
自
己
意
識
と
考
え
て
お
り
、

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
異
な
っ
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
必
ず
し
も
単
一
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る

（
例
え
ば
ス
イ
ス
が
こ
の
例
）
。
但
し
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
ネ
イ
シ
ョ
ン
ヘ
の
融
合
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
言
語
や
宗

教
で
異
な
る
諸
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
間
の
関
係
が
公
平
で
且
つ
対
立
が
な
い
こ
と
、
ま
た
国
家
が
特
定
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
特
別
視
し
な
い

(75) 

こ
と
が
条
件
と
な
る
。
前
に
見
た
よ
う
に
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
が
平
等
な
地
位
に
な
か
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
は
融
合
を
成
功
さ
せ
る
条
件
を
欠

い
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
統
合
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
「
魔
力
を
失
っ
た
幻
影
」
と
な
っ
た
理
由
も
見
え
て
こ

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

（
九
五
七
）

(
N
a
t
i
o
n
h
o
o
d
)
 
は

ヽ



こ
の
調
査
の
デ
ー
タ
の
分
析
か
ら
回
答
パ
タ
ー
ン
は
次
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

五
、
政
治
家
は
ベ
ル
ギ
ー
国
家
と
地
域
の
ど
ち
ら
の
利
益
を
優
先
す
べ
き
か
。

四
、
第
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
象
と
な
る
も
の
は
何
か
。

―
―
-
、
社
会
保
障
は
地
域
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
べ
き
か
、
連
邦
政
府
が
果
た
す
べ
き
か
。

二
、
ベ
ル
ギ
ー
国
家
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
か
、
強
化
さ
れ
る
べ
き
か
。

九
一
年
選
挙
後
の
調
査
は
次
の
よ
う
な
指
標
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

問
題
で
あ
る
。
し
か
し

4

現
在
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

し
た
問
題
に
妥
当
な
見
方
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
五
一
巻
五
号

ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
国
家
の
近
代
化
に
あ
た
っ
て
、

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
多
様
性
（
例
え
ば
異
な
っ
た
言
語
）
を
内
部
で
保
ち
な
が
ら

(76) 

存
続
す
る
た
め
に
は
連
邦
制
な
ど
の
政
策
が
必
要
だ
、
と
も
し
て
い
る
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
こ
う
し
た
点
で
も
、
ベ
ル
ギ
ー
が
直
面

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
生
・
加
熱
要
因
を
探
る
中
で
浮
上
し
て
き
た
の
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
）

（
九
五
八
）

ベ
ル
ギ
ー
国
家
が
存
在
し
て
い
な
が
ら
、

一
方
で
フ
ラ
マ
ン
や
ワ

ロ
ン
な
ど
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
存
在
し
た
、
と
い
う
点
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
国

家
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
変
化
が
生
じ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
一
九
九
一
年
の
議
会
選
挙

(77) 

後
に
行
わ
れ
た
意
識
調
査
を
参
考
に
し
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

一
、
主
要
な
政
治
的
決
定
は
連
邦
政
府
、
地
方
の
政
府
の
ど
ち
ら
が
と
る
べ
き
か
。

関
法

九
八



九
九

四
、
半
統
合
主
義
者

(
h
e
s
i
t
a
t
i
n
g
unitarists) 

五
、
半
地
域
主
義
者

(
h
e
s
i
t
a
t
i
n
g
r
e
g
i
o
n
a
l
i
s
t
s
)
 

一
の
統
合
主
義
者
と
は
ベ
ル
ギ
ー
に
対
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
、
地
域
の
自
治
権
拡
大
に
反
対
し
、
政
治
家
は
ベ
ル
ギ
ー
の
利

益
を
優
先
す
べ
き
と
考
え
る
層
で
、

ン
に
は
一

0
・
八
％
存
在
す
る
が
、

フ
ラ
マ
ン
で
は
一
―

1
0
・
八
％
、

ワ
ロ
ン
に
は
存
在
し
な
い
。
彼
ら
は
フ
ラ
マ
ン
に
第
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
、
政
治
家
は

フ
ラ
マ
ン
の
利
益
を
優
先
す
べ
き
と
考
え
、
ま
た
政
治
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
ベ
ル
ギ
ー
も
不
必
要
と
考
え
、

ン
で
は
一
＝
ニ
・
八
％
、

す
る
態
度
（
前
者
は
懐
疑
的
だ
が
後
者
は
求
め
る
）

七
・
ニ
％
、
後
者
の
割
合
が
フ
ラ
マ
ン
で
は
ニ
―
•
五
％
、

ワ
ロ
ン
で
は
二
八
・
五
％
存
在
す
る
。
二
の
自
立
主
義
者
と
は
フ
ラ
マ

ワ
ロ
ン
で
は
一
五
・
五
％
で
あ
る
。
な
お
、

フ
ラ
マ
ン
の
独
立
を
求
め
て
い
る
。

三
の
地
域
主
義
者
と
は
地
域
の
自
治
の
拡
大
は
支
持
す
る
が
分
離
主
義
は
拒
否
し
、
ま
た
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
に
対
し
て
も
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
が
、
ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
方
を
強
く
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
地
域
主
義
者
の
割
合
は
フ
ラ
マ

ワ
ロ
ン
で
は
一
九
・
一
％
で
あ
る
。
四
の
半
統
合
主
義
者
と
五
の
半
地
域
主
義
者
の
意
識
は
類
似
し
て
い
る
部
分
が

（
特
に
ワ
ロ
ン
で
は
）
多
く
存
在
す
る
。
社
会
保
障
制
度
の
連
邦
化
（
前
者
は
賛
成
す
る
が
後
者
は
反
対
す
る
）
と
地
域
間
の
連
帯
に
対

で
違
い
を
見
せ
る
。
前
者
の
割
合
は
フ
ラ
マ
ン
で
は
一
三
・
ニ
％
、

ワ
ロ
ン
で
は
一

ワ
ロ
ン
で
は
ど
の
パ
タ
ー
ン
に
も

こ
の
調
査
の
結
果
は
ベ
ル
ギ
ー
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。
現
在
の
ベ
ル

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

属
さ
な
い
「
中
立
層

(
n
e
u
t
r
a
l
s
)
」
も
一
九
・
七
％
存
在
す
る

（
九
五
九
）

（
こ
の
九
一
年
選
挙
後
の
調
査
結
果
は
表
1
を
参
照
）
。

、
地
域
主
義
者

(
r
e
g
i
o
n
a
l
is ts) 

二
、
自
立
主
義
者

(
a
u
t
o
n
o
m
i
s
t
s
)

一
、
統
合
主
義
者

(unitarists)



表1 ナショナルな事柄に関するベルギー人の意識

フラマン ワロン

自立主義者

（ autonom1sts) 

地域主義者
(regionalists) 

半地域主義者
(hesitating regionalists) 

中立層
(neutrals) 

半統合主義者
(h .. es1tatmg umtansts) 

統合主義者
(unitarists) 

サンプル総数
(100%) 

10.8% なし 関
法

32.8% 19.1 % 

12.5% 15.5% 

第
五
一
巻
五
号

なし 19.7% 

13.2% 17.2% 

30.8% 28.5% 

2,497人 1,422人

出典： Bart Maddens, Roeland Beerten and Jaak Billiet, "The National Consciousness of the 

Flemings and the Wallons. An Empirical Investigation", in Kas Deprez and Louis Vos 

eds., Nationalism in Belgium: Shifting Identities, 1780-1995, Macmillan, 1998, p. 200. 

ま
た
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
で
は
統
合
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

約
三

0
％
に
も
上
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
統

合
を
望
む
層
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、

テ
ィ
の
対
象
は
ベ
ル
ギ
ー
で
、
国
制
改
革
に
も
反
対
す
る
層
が

ま
た
フ
ラ
マ
ン
、

ワ
ロ
ン
両
地
域
と
も
第
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

九
0
％
以
上
が
分
離
に
は
反
対
し
、

ワ
ロ
ン
で
も
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
問
題
は
投
票

(78) 

行
動
で
目
立
っ
た
争
点
に
は
な
ら
な
い
。
連
邦
化
後
は
フ
ラ
マ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
感
覚
は
消
滅
し
た
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
依

然
と
し
て
強
く
残
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
フ
ラ
マ
ン
で
は

い
っ
た
現
象
も
見
ら
れ
る
。
と
は
言
っ
て
も
ベ
ル
ギ
ー
の
ナ

（
自
立
要
求
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
昂
揚
）
を
継
承
す
る
と

ン
や
ワ
ロ
ン
の
地
域
政
府
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
役
割

は
む
し
ろ
、
地
域
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
者
で
あ
る
。

J

と
は
出
来
ず
、
政
策
決
定
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の

つ
者
も
、
中
央
政
府
の
権
力
を
縮
小
す
る
国
制
改
革
を
妨
げ
る

ギ
ー
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
国
家
に
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持

1
0
0
 
(
九
六
0
)



防
ぐ
こ
と
が
出
来
る

(81) 

し
た
の
が
例
）
。

異
な
る
（
多
元
主
義
的
か
、

(79) 

は
小
さ
い
。

エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
か
）
こ
と
か
ら
、

ま
た
一
九
九
一
年
以
降
行
わ
れ
て
い
る
パ
ネ
ル
調
査
で
も
、
国
家
形
態
に
関
し
て
は
、

決
定
す
べ
き
と
考
え
る
者
が
フ
ラ
マ
ン
で
は
三
六
・
九
％
、

だ
と
考
え
る
者
の
方
が
フ
ラ
マ
ン
で
四
七
・
九
％
、

と
考
え
る
者
も
フ
ラ
マ
ン
、

ワ
ロ
ン
双
方
で
七

0
％
を
越
え
る
。
ま
た
分
離
主
義
（
例
え
ば
、

1
0
 

（
九
六
一
）

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
彼
ら
の
政
策
へ
の
影
響
力

フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
と
い
っ
た
地
域
が
全
て
を

ワ
ロ
ン
で
は
―
―

1
0
・
九
％
な
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
が
全
て
を
決
定
す
べ
き

ワ
ロ
ン
で
四
三
・
四
％
と
多
い
。
ベ
ル
ギ
ー
国
家
は
最
終
的
に
再
び
強
化
さ
れ
る
べ
き

フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
ヘ
の
分
権
化
を
さ
ら

に
進
め
る
）
を
支
持
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー
国
民
の
多
数
派
は
分
離
主
義
に
反
対
し
、
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
一
体
性
の
維

持
を
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
時
折
見
ら
れ
る
「
ベ
ル
ギ
ー
意
識
」
の
昂
揚
は
一
過
性
の
も
の
に
留
ま
り
、
言
語
集
団
を
越

(80) 

え
た
新
し
い
政
治
勢
力
や
全
国
政
党
の
形
成
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
一
体
性
を
維
持
す
る
統
合
要
因
の
一
っ
と
し
て
王
制
の
存
在
が
あ
る
。
今
日
の
欧
州
の
立
憲
君
主
制
国
の
一
っ
と
し

て
、
国
王
は
単
独
行
動
で
行
動
出
来
ず
、
個
人
的
な
権
力
の
行
使
は
出
来
な
い
。
し
か
し
言
語
集
団
間
の
仲
裁
役
を
す
る
な
ど
言
語
集
団

を
越
え
た
有
力
な
政
治
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
、
「
統
合
の
最
後
の
砦
」
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
国
王
の
公
的
場
面
に
お
け

る
ス
ピ
ー
チ
は
政
治
的
影
響
力
を
持
ち
（
例
え
ば
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
国
王
が
一
九
七
六
年
三
月
に
行
っ
た
連
邦
化
支
持
・
分
離
主
義
反
対
の

ス
ピ
ー
チ
が
、
分
離
主
義
者
を
抑
制
）
、
ま
た
内
閣
成
立
プ
ロ
セ
ス
ヘ
の
介
入
や
首
相
の
辞
表
の
受
理
を
拒
否
す
る
こ
と
で
政
権
崩
壊
を

（
一
九
八

0
年
代
に
マ
ル
テ
ン
ス
内
閣
が
「
政
治
危
機
」
に
宜
面
し
た
時
、
国
王
の
意
向
で
再
就
任
し
改
革
に
成
功

ベ
ル
ギ
ー
国
家
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
ま
た
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
一
体
性
の
維
持
が
求
め
ら
れ
て

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察



組
み
（
王
制
の
存
在
な
ど
）

と
し
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

が
持
た
れ
る
一
方
で
、

化
し
て
い
る
と
言
え
る

第
五
一
巻
五
号

い
る
と
は
言
え
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
意
識
を
持
つ
層
が
政
策
形
成
に
お
い
て
特
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
ベ
ル
ギ
ー
国
家
は
王
制
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
統
合
が
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

表
2
の
調
査
結
果
は
フ
ラ
マ
ン
側
に
は
地
域
レ
ヴ
ェ
ル
に
対
す
る
帰
属
感
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
フ
ラ
マ
ン
側
に
三

0
％
を
越
え
る
自
立
主
義
者
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
で
表
1
の
調
査
と
も
共
通
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
ワ
ロ
ン
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
で
は
第
一
の
帰
属
感
の
対
象
と
な
る
も
の
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
強
い
帰
属
感
の
対
象
は
何
か
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
む
し
ろ
多
様

（
但
し
こ
こ
で
も
、
最
も
強
い
帰
属
感
の
対
象
に
ベ
ル
ギ
ー
を
挙
げ
る
層
が
三

0
％
を
超
え
最
も
多
い
）
。
こ
の

調
査
結
果
を
見
る
と
、
現
在
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
最
も
強
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
持
た
れ
て
い
る
の
は
何
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と

答
え
る
の
は
難
し
く
な
る
。
む
し
ろ
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
の
多
様
化
し
た
ア
イ
デ
ン

(82) 

テ
ィ
テ
ィ
を
共
存
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
、
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
と
い
っ
た
言
語
集
団
に
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

関
法

一
体
性
の
あ
る
国
民
国
家
と
し
て
の
ベ
ル
ギ
ー
が
、
言
語
集
団
間
の
対
立
を
緩
和
し
深
刻
化
さ
せ
な
い
た
め
の
枠

事
実
、
連
邦
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
に
あ
る
程
度
の
自
治
を
承
認
す
る
と
い
う
形
に
よ
っ
て
国
家
へ
の
凝
集
力
を
維

持
す
る
、
あ
る
い
は
強
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
政
治
家
の
多
数
派
は
、
連
邦
化
に
は
賛
成
す
る
も
の
の
分
離
主
義
に
は
反
対
で

あ
る
。
し
か
し
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
無
血
分
割
の
影
響
も
あ
り
、
最
近
で
は
政
治
家
の
指
針
が
連
邦
化
と
分
離
主
義
の
間
で
揺
れ

動
き
、
そ
の
立
場
が
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
連
邦
化
・
国
家
再
編
は
ベ
ル
ギ
ー
の
分
離
（
制
度
の
面
だ
け
で
な
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
面
で
も
）
を
あ
る
程
度
進
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
分
離
主
義
は
重
大
な
も
の
と
し
て
過
大
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
し
か
し

不
況
の
長
期
化
や
失
業
の
増
加
、
経
済
格
差
の
拡
大
な
ど
に
よ
る
分
離
主
義
の
高
揚
現
象
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
分
離
主
義
は
完
全
に
取

1
0
 

（
九
六
二
）



国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

表2 ベルギ一人の帰属意識

質問：「あなたが最も帰属意識を感じるのはどれですか」

(1位から 4位まで順位をつける）

フランデレンの回答者

1位に挙 2位，，， 3位ク 4位，，，
げた比率

自分の町 49.9 22.8 13.2 14 

フランデレン 22 43.4 22.7 12 

ベルギー 18.5 24.3 46.8 10.3 

ヨーロッパ 9.6 9.5 17.3 63.7 

ワロニーの回答者

1位，，， 2位，， 3位，， 4位ク

自分の町 28.6 22.9 25.5 22.9 

ワ ロニー 22.7 34.2 25.2 17.9 

ベルギー 30.3 27.7 34 7.9 

ヨーロッパ 18.4 15.2 15.3 51.2 

プリュッセルの回答者

101―― 

1位ク 2位，， 3位，，， 4位ヶ 5位，，，

プリュッセル 28.6 29.7 29.4 11 1.3 

ワロニー 5.8 9.5 17.9 46 20.8 

フランデレン 4.1 4.6 7.9 14 69.3 

ベルギー 32.3 35.6 22.3 ， 0.8 

ヨ ーロ ッパ 29.3 20.4 22.5 19.9 7.9 

（
九
六
三
）

1991年6月の調査。ルーバン大学 BartMaddens氏提供。

各地域で1000人を層化抽出法により抽出。面接法。無回答 •DK の数：フランデレン

ワロニー 63, プリュッセル 245。
39, 

出典：三竹直哉「連邦制下の民族対立ーベルギーの言語集団間対立」宮島喬編問i代ヨー

ロッパ社会論一統合のなかの変容と葛藤』（人文書院， 1998年） 134ページ。



ま
た
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
制
は
、
「
ベ
ル
ギ
ー
国
家
（
あ
る
い
は
国
民
）
」
と
し
て
の
統
一
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
維
持
す
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
か
つ
て
マ
ル
テ
ン
ス
首
相
は
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
の
か
な
り
の
程
度
の
自
治
に
つ
い
て
も
、
中
央
政

府
を
補
強
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
関
連
づ
け
て
言
及
し
た
。
し
か
し
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
制
は
曖
昧
さ
も
含
ん
で
お
り
、
異
な
っ
た
解
釈
も
許

す
も
の
に
も
な
っ
て
い
紅
。
ベ
ル
ギ
ー
は
言
語
集
団
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
国
家
を
分

離
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
と
ら
ず
、
連
邦
化
と
い
う
選
択
肢
を
選
ん
だ
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
ベ
ル
ギ
ー
の
事
情
は
複
雑

で
あ
り
、
国
家
と
し
て
の
統
合
・
一
体
性
は
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

と
は
言
っ
て
も
、
前
述
の
調
査
結
果
な
ど
を
見
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
の
国
民
国
家
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
消
滅
し
た
と
ま
で
は

言
え
ず
、
む
し
ろ
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
疑
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
欧
州
に
お
い
て
も
国
民
国
家
は
文
化
や
ア
イ
デ
ン

欧
州
は
い
ず
れ
、
欧
州
レ
ヴ
ェ
ル
と
各
国
民
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
間
接
接
合
と
い
う
形
態
に
な
る
、
と
考
え
る
こ
と

も
出
来
る
が
、
欧
州
レ
ヴ
ェ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
各
国
民
レ
ヴ
ェ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抑
え
る
よ
う
に
な
る
と
は
考
え
に

く
い
。
「
欧
州
国
民

(
E
日
o
p
e
a
n
N
a
t
i
o
n
)
」
も
少
な
く
と
も
近
い
将
来
に
出
現
す
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
主
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
い
ま
だ
に
各
国
民
レ
ヴ
ェ
ル
で
構
成
さ
れ
、
国
民
レ
ヴ
ェ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
象
徴
と
し
て
も
、
ま
た
動
員
力
と
し
て
も

(85) 

そ
の
力
を
維
持
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、

E
U
を
多
言
語
・
多
文
化
の
帝
国
（
と
は
言
っ
て
も
専
制
君
主
が
支
配
す
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
）

の
試
み
（
「
欧
州
主
義

(
E
u
r
o
p
e
a
n
i
s
m
)
」）

と
考
え
る
論
者
も
、
国
民
文
化
や
地
域
言
語
・
文
化
は
統
合
に
よ
っ
て
弱
ま

(86) 

り
は
す
る
も
の
の
、
二
次
的
な
も
の
と
し
て
は
残
存
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

A
・
ス
ミ
ス
は
、
欧
州
独
自
の
文
化
パ
タ
ー
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
面
で
重
要
な
位
置
を
占
め
続
け
て
い
る
。

第
五
一
巻
五
号

(83) 

り
除
か
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

関
法

1
0
四
（
九
六
四
）



1

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
民
国
家
、
超
国
家
的
政
治
単
位
の
関
係

る
こ
と
に
し
た
い
。

国
民
国
家
は
揺
ら
い
で
い
る
か

し
て
い
る
（
ス
ミ
ス
は
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
の
状
態
に
つ
い
て
も
、

に
止
ま
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
紅
）
。

1
0
五
（
九
六
五
）

（
例
え
ぱ
デ
ン
マ
ー

（
ロ
ー
マ
法
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
、
啓
蒙
思
想
や
科
学
、
市
民
権
・
民
主
主
義
な
ど
）
も
共
通
の
歴
史
的
遺
産
を
創
り
出
し
、
異
な
る
国

民
文
化
を
相
互
に
関
連
づ
け
る
文
化
領
域
を
形
成
す
る
が
、
こ
れ
を
「
多
様
性
の
中
の
統
一
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
。
文
化
的
な
仮

説
、
形
式
、
伝
統
の
未
完
成
な
「
混
成

(
m
e
l
a
n
g
e
)
」
な
の
で
あ
り
、
欧
州
の
各
民
族
間
の
親
近
感
を
創
り
出
す
の
に
留
ま
る
と
指
摘

フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
と
い
っ
た
意
識
は
ベ
ル
ギ
ー
ヘ
の
愛
国
心
の
枠
内

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
三
つ
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
、
二
と
三
に
対
す
る
解
答
も
見
え
て
こ
よ
う
。
国
民
国
家
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠

り
所
と
し
て
弱
体
化
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
、
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
起
源
は
一
九
世
紀
に
ま
で
遡
り
、
先
鋭
化
す
る
の
も
第
一
次
大
戦
か
ら
戦
間
期
ま
で
の
時
期
、
及
び
第
二
次
大
戦
後
で
あ
る
。
他
の

多
く
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
（
後
述
）
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
近
年
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
が
各
地
で
見
ら
れ
る
も
の
の
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
自
体
は
、
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
に

よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
で
は
最
後
に
残
っ
た
問
題
、
国
民
国
家
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
見
た
よ
う
に
、
国
民
国
家
は
欧
州
に
お
い
て
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
面
で
の
重
要
性
を
失
っ
て
い
な
い
。

政
治
的
・
経
済
的
な
面
で
の
欧
州
統
合
を
国
民
国
家
に
対
す
る
脅
威
と
感
じ
る
人
々
が
、

E
u
圏
内
に
は
存
在
す
る

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察



第
五
一
巻
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号

ク
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
）
。
ま
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
文
化
に
関
す
る
問
題
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
な
ど
）
が

E
uに
対
す
る
支
持
と
反
対
を
分
け
る
主
な
分
裂
要
因
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

民
主
義
と
し
て
の
）

ま
た
（
比
較
的
大
き
な
）

す
る

A
・
カ
ザ
ン
シ
ジ
ル
の
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
世
紀
末
以
降
、
（
国

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
成
立
し
、
国
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
家
が
、
非
常
に
強
い
形
で
残
り
続
け
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
言
う
の
も
「
国
民
」
の
観
念
は
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
ル
ー
ツ
と
い
っ
た
根
元
的
・
原
初
的

な
要
求
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
農
耕
社
会
か
ら
続
く
（
伝
統
的
・
宗
教
的
な
）
集
団
的
記
憶
（
こ
れ
は
経
済
的
近
代
化
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
た
）
を
補
償
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
民
国
家
は
、

E
U
は
巨
大
で
且
つ
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
遠

(88) 

い
存
在
で
あ
る
、
と
感
じ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、

E
uに
対
す
る
防
護
装
置
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
・
地
域
の
台
頭
が
国
民
国
家
を
揺
ら
が
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

E
u

が
「
欧
州
合
衆
国
」
と
い
う
形
で
の
完
全
な
政
治
統
合
に
向
か
う
と
は
考
え
に
く
い
。
前
に
一
九
九
一
二
年
の
国
制
改
革
で
連
邦
化
し
、
地

域
も
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
自
立
的
に
な
っ
て
い
る
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
見
た
が
、
こ
の
ベ
ル
ギ
ー
で
も
国
民
国
家
は
そ
の
機
能
を
多
く
残

し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
で
は
国
民
国
家
は
今
後
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
残
り
続
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

同
時
に
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は

E
u
統
合
の
必
要
性
を
迫
っ
て
い
る
。
実
際
E
u
統
合
な
し
に
は
他
の
先
進
国
と
の
競
争
に
対
応
す

(89) 

る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
経
済
・
金
融
の
流
れ
に
対
処
（
あ
る
い
は
対
抗
）
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は

E
u統
合
プ
ロ
セ
ス
が
進
む
欧
州
に
お
い
て
国
民
国
家
を
取
り
巻
く
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
こ
の
点
に
関

欧
州
で
は
現
在
、
新
し
い
政
治
地
図
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
政
治
地
図
の
中
で
は
、
国
民
国
家
は
変
容
は
す
る
も
の
の
消
滅
す
る

こ
と
は
な
く
、

E
u
と
部
分
的
に
共
存
す
る
と
い
う
形
を
取
る
だ
ろ
う
。
古
来
、
国
家
は
一
大
国
に
よ
る
拡
大
か
軍
事
的
な
征
服
、
ま
た

関
法
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0
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（
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）

は
既
存
の
諸
国
家
の
合
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
欧
州
統
合
プ
ロ
セ
ス
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
各
主
権
国
家
の
主
権
を
欧

州
共
通
機
構
へ
委
譲
す
る
と
い
う
形
を
取
る
。
主
権
国
家
に
は
警
察
力
、
軍
事
力
、
領
域
内
で
直
接
的
な
行
政
を
行
う
統
一
的
官
僚
機
構

と
い
っ
た
「
ホ
ッ
プ
ズ
的
核

(
H
o
b
b
e
s
i
a
n
core)
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、

(
E
U
内
で
）
こ
れ
が
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
欧
州
統
合
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は

E
u
の
共
通
政
策

を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

E
u
統
合
は
目
下
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
意
味
で
の
「
欧
州
国
家
」
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る

こ
と
も
疑
い
な
い
。
と
す
れ
ば
「
ホ
ッ
ブ
ズ
的
核
」
は

E
u
と
国
家
の
ど
ち
ら
に
置
か
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
（
各
国
家

の
主
権
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
）
欧
州
軍
や
欧
州
警
察
機
構
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

E
u
の
政
治
機
構
の
権
限
は
拡
大
す
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
国
家
は
「
ポ
ス
ト
・
ホ
ッ
プ
ズ
的

(
P
o
s
t,
 
H
o
b
b
e
s
i
a
n
)
」
、
ま
た
は
「
ポ
ス
ト
・
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
的

(
P
o
s
t,
 

L
e
v
i
a
t
h
a
n
)
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
統
合
プ
ロ
セ
ス
は
、
最
終
的
に
は
、
軍
、
司
法
、
政
策
、
行
政
の
多
く
の
機
能

や
機
構
が

E
u
に
委
譲
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
機
能
や
機
構
は
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
よ
り
限
ら
れ
た
部
分
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
考
え

ら
れ
る
。
欧
州
の
新
し
い
政
治
機
構
は
、

E
u
と
国
家
が
「
ホ
ッ
プ
ズ
的
核
」
を
共
有
し
合
い
、
両
者
が
「
ホ
ッ
プ
ズ
的
」
及
び
「
ポ
ス

ト
・
ホ
ッ
プ
ズ
的
」
国
家
両
方
の
特
性
を
兼
ね
備
え
た
、
「
主
権
の
共
有
」
と
い
う
形
を
取
る
だ
ろ
う
。
但
し
、
各
国
議
会
か
ら
「
欧
州

議
会
」

へ
立
法
権
と
民
主
主
義
的
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
移
す
こ
と
の
難
し
さ
や
、
国
民
レ
ヴ
ェ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
い
ま
だ
に
強

(90) 

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
う
し
た
形
で
の
「
欧
州
国
家
（
あ
る
い
は
国
民
）
」
の
完
成
は
、
実
現
が
依
然
と
し
て
遠
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
連
邦
化
後
の
ベ
ル
ギ
ー
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
形
で
国
民
国
家
が
変
容
し
て
も
、
国
民
と
の
紐
帯
と
な
る
制
度
は
基
本
的
に
は
変
化
し
な
い
。
さ
ら
に
国
民
国
家
は

E
u
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
統
御
し
得
な
い
機
能
、
例
え
ば
経
済
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ヴ
ェ
ル
と
共
同
体
や
個
人
と
い
っ
た
下
位
レ

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察
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ヴ
ェ
ル
を
仲
介
す
る
機
能
な
ど
を
持
ち
続
け
る
だ
ろ
う
。
ま
た
国
民
の
参
加
に
関
係
す
る
、
社
会
の
統
合
・
結
束
、
異
な
る
社
会
・
エ
ス

(91) 

ニ
ッ
ク
集
団
間
の
平
和
的
共
存
、
教
育
、
都
市
問
題
へ
の
対
処
な
ど
は
国
民
国
家
の
枠
内
の
機
能
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
い
く

つ
か
の
地
域
で
は
、
国
民
国
家
の
機
能
と
権
力
が
上
の
レ
ヴ
ェ
ル
の

E
uに
委
譲
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
下
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
地
域
や
州
に

(92) 

対
し
て
も
委
譲
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

カ
ザ
ン
シ
ジ
ル
の
議
論
に
し
た
が
え
ば
、
欧
州
に
お
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
た
め
の

E
u統
合
が
進
め
ら
れ
る
が
、

で
国
民
国
家
も
（
特
に
民
主
主
義
的
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
の
点
で
は
）
そ
の
重
要
性
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
国
民
国
家
が

E
u

に
融
解
し
て
消
滅
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
国
民
国
家
も
変
容
は
免
れ
ず
、
主
権
を
一
部

E
uに
委
譲
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

E
uと
共
存
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
・
地
域
の
台
頭
現
象
が
見
ら
れ
る
が
、
国
民
国

家
は
こ
れ
ら
と
共
存
し
た
り
、
地
域
に
権
限
を
移
譲
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
（
本
稿
で
見
て
き
た
ベ
ル
ギ
ー
が
そ
の
例
）
。
欧
州

の
い
く
つ
か
の
地
域
で
は

E
u、
（
変
容
し
た
）
国
民
国
家
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
・
地
域
の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
治
・
社
会
単
位
が
、

比
較
的
調
和
を
と
れ
た
関
係
を
築
い
て
併
存
す
る
「
三
空
間
併
存
」
（
梶
田
孝
道
）

(93) 

こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

の
よ
う
な
関
係
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
考
え
る

で
は
、
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
併
存
し
調
和
を
と
り
う
る
、
い
わ
ば
重
層
的
な
関
係
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か

に
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
・
地
域
と
他
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
の
関
係
）
に
つ
い
て
、
そ
の
―
つ
の
例
を
、

E
u、
ベ
ル
ギ
ー
、

の
三
者
の
関
係
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
―
―
―
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
関
係
の
う
ち
、
ベ
ル
ギ
ー
国
内
に
お
け
る
国
家
と
地
域
の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ

関
法

（
一
九
八
0
ー
九
三
年
）

の
併
存
関
係
は

E
u統
合
の
進
展
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。

フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
、

に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ

1
0
八
（
九
六
八
）

（特
一
方



国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

「
E
U
内
で
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
重
層
的
な
関
係
下
に
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
が
ど
の
よ
う
な
形
で
他

の
レ
ヴ
ェ
ル
と
「
併
存
」
し
う
る
政
治
的
単
位
と
な
っ
て
い
る
か
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ベ
ル
ギ
ー
で
は
一
九
九

三
年
の
改
革
で
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
に
は
外
交
権
限
（
一
定
の
制
限
は
あ
る
）
が
付
与
さ
れ
た
が
、
既
に
一
九
八
0
年
に
は
条
約
の

批
准
に
は
国
会
だ
け
で
な
く
（
三
つ
の
）
「
共
同
体
」
議
会
に
お
け
る
批
准
も
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ベ
ル
ギ
ー
が
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト

条
約
を
批
准
す
る
際
に
も
必
要
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
九
三
年
以
降
は
「
地
域
」
議
会
で
の
批
准
も
必
要
に
な
っ
た
。
ま
た
、

E
u
の
教
育

や
産
業
に
関
す
る
政
策
が
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
、
「
E
C
構
造
基
金
」
か
ら
「
共
同
体
」
や

に
は
併
存
可
能
性
が
存
在
し
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

持
し
て
き
た
）
。
こ
の
欧
州
の
文
脈
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
維
持
と
連
邦
化
と
が
ゼ
ロ
・
サ
ム
的
で
な
く
な
り
、
国
家
と
地
域
の
共
存

が
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
高
ま
っ
た
。
民
族
・
文
化
的
差
異
に
起
因
す
る
地
方
分
権
化
は
、
従
来
は
経
済
面
で
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、

E
u統
合
（
特
に
経
済
統
合
）
が
こ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
最
小
限
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

E
u
の
政
治
統
合

(94) 

の
枠
組
み
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
紛
争
の
抑
制
を
外
部
か
ら
保
障
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
ベ
ル
ギ
ー•
E
u
間

（
し
た
が
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
利
益
は
E
C
の
市
場
統
合
と
一
致
し
、

1
0
九
（
九
六
九
）

一
九
六
0
年
代
以
降
、
ベ
ル
ギ
ー
は
E
C
統
合
を
一
貫
し
て
支

一
九
八
0
年
代
に
入
る
と

E
C
の
存
在
と
統
合
の
実
現
が
よ
り
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
た
。

E
C
委
員
会
の
政
策
は
国
民
国
家

の
主
権
を
制
約
す
る
方
向
に
あ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
政
治
は
長
期
的
に
は
欧
州
レ
ヴ
ェ
ル
に
解
消
さ
れ
る
と
い
う
認
識
も
生
じ
た
。
特
に
不
況

の
影
響
が
深
刻
だ
っ
た
ワ
ロ
ン
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
よ
り
E
C
の
経
済
政
策
の
影
響
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で

国
家
と
の
関
係
の
み
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
連
邦
化
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
欧
州
レ
ヴ
ェ
ル
で
再
考
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ベ
ル

ギ
ー
は
経
済
面
で
国
外
依
存
率
（
特
に

E
C
と
の
関
係
）
が
高
く
、
ベ
ル
ギ
ー
の
国
家
と
地
域
が
開
放
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る



ギ
ー
な
ど
の
い
く
つ
か
の
地
域
に
な
る
だ
ろ
う
）
。

「
地
域
」

来
る
だ
ろ
う
。

第
五
一
巻
五
号

（
九
七
0
)

へ
の
直
接
援
助
な
ど
、
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
が
ベ
ル
ギ
ー
•
E
U

関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
E
u

と
直
接
的
な
関
係

(95) 

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
共
同
体
」
や
「
地
域
」
が
E
U
内
に
お
い
て
―
つ
の
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出

ま
た
E
u
の
条
約
は
州
・
地
域
の
要
求
に
か
な
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
州
・
地
域
の
要
求
と
は
E
u
の
制
度
に
正

式
の
代
表
を
送
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
九
三
年
の
改
革
に
よ
っ
て
欧
州
閣
僚
理
事
会
に
「
共
同
体
」

ゃ
「
地
域
」
の
代
表
が
出
席
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
代
表
方
式
は
連
邦
政
府
の
代
表
と
「
共
同
体
」
・
「
地
域
」
の
代
表
の
ど
ち
ら
か
が

排
他
的
権
限
を
持
つ
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
主
導
で
権
限
を
共
有
す
る
か
、
に
よ
っ
て
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
但
し
、

両
者
の
間
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
一
致
や
、
「
共
同
体
」
・
「
地
域
」
の
独
自
の
意
見
以
上
に
ベ
ル
ギ
ー
の
集
合
的
意
見
を
代
表
す
る
こ
と

(96) 

が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
連
邦
政
府
の
方
が
高
い
位
置
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
E
U
内
の
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
併
存
し
調
和
を
と
り
合
う
関
係
に
お
い
て
、
（
国
家
よ
り
下
位
の
）

地
域
が
他
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
併
存
し
う
る
政
治
的
単
位
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
処
（
あ
る
い
は
対
抗
）
す

る
た
め
に

E
u
統
合
が
進
め
ら
れ
、
さ
ら
に
国
民
国
家
は
主
権
の
共
有
な
ど
に
よ
っ
て
E
u
と
重
層
的
な
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

E
u
と
調
和
の
と
れ
た
関
係
を
築
く
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
国
民
国
家
は
E
U
内
の
重
層
的
関
係
の
中
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対

処
し
、
生
存
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
（
但
し
現
段
階
で
は
、
こ
う
し
た
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
の
は
ベ
ル

以
上
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
国
民
国
家
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
（
と
そ
れ
に
伴
う
E
u
の
よ
う
な
超
国
家
的
政
治
単
位
の
形
成
）
に
よ
っ
て

変
容
は
し
て
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
衰
退
に
向
か
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

関
法

―1
0
 



も
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
民
国
家
は
、

E
u
の
よ
う
な
超
国
家
的
政
治
単
位
の
中
で
、
他
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
治
単
位
と
の
重
層
的
な
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
形
成
に
お
い
て
何
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の

だ
ろ
う
か
。
特
に
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に

E
u統
合
と
利
益
が
一
致
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
併
存
関
係
を
可
能
に
す
る
原
理

個
人
の
生
活
は
、
国
際
政
治
や
国
際
経
済
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
部
分
か
ら
身
の
ま
わ
り
ま
で
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、
各
レ
ヴ
ェ
ル
が
「
補
完
」
し
あ
い
、
調
和
を
取
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
し
た
社
会
が
営
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

考
え
方
を
「
補
完
性
（
サ
ヴ
シ
デ
ィ
ア
リ
テ
ィ
ー
）

の
原
理
」
と
い
う
。
具
体
的
に
は

E
u統
合
は

E
uと
国
家
、
下
部
の
地
方
自
治
体

が
権
限
と
役
割
を
明
確
に
区
分
し
あ
い
、
集
権
化
と
同
時
に
分
権
化
を
は
か
り
、
多
様
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

(97) 

の
こ
と
で
国
民
国
家
の
枠
組
み
が
上
下
で
ゆ
る
み
、
全
体
が
柔
構
造
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
欧
州
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
重
層
的
な
関

係
の
形
成
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
補
完
性
原
理
」
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

E
u
に
お
い
て
は
、
「
補
完
性
原
理
」
は
例
え
ば
、

ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
前
文
と
三

b
条
で
明
文
化
さ
れ

(
E
U
は
排
他
的
権
限
に
属
さ
な
い
分
野
で
は
、
構
成
国
で
は
十
分
に
達
成
で
き
な
い

か
、
規
模
・
効
果
の
点
で
よ
り
よ
く
達
成
で
き
る
場
合
に
の
み
行
動
す
る
、
と
さ
れ
た
）
、

こ
の
「
補
完
性
原
理
」
は
、
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
喪
失
に
対
す
る
懸
念
な
ど
の
点
か
ら
、

E
uと
国
家
の
間
の
関
係
に
お
い
て

特
に
重
要
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
国
家
と
地
域
の
間
の
関
係
に
お
い
て
特
に
重
要
に
な
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
補
完
性
原
理
」
の
も
と
と
な
る
「
補
完
性
」
と
い
う
思
想
は
西
欧
の
政
治
思
想
史
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
浸
透
し
て
お
り
、
典
型

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

が
よ
り
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

2
 
「
補
完
性
原
理
」
と
連
邦
制

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
議
定
書
に
お
い
て

（
九
七
一
）

マ
ー
ス



（
九
七
二
）

第
五
一
巻
五
号

(98) 

的
な
西
欧
の
政
治
文
化
と
言
え
る
。
「
補
完
性
」
の
概
念
に
は
、
下
位
の
自
主
独
立
体
が
単
独
で
十
分
に
目
的
達
成
が
可
能
な
場
合
、
高

位
の
構
成
体
の
介
入
は
出
来
な
い
、
ま
た
は
す
る
ぺ
き
で
な
い
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
概
念
と
、
下
位
の
自
主
独
立
体
が
単
独
で
は
十
分

な
目
的
達
成
が
不
可
能
な
場
合
、
高
位
の
構
成
体
の
介
入
は
可
能
で
あ
る
、
ま
た
は
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
概
念
が
存
在

(99) 

す
る
。
「
補
完
性
」
の
思
想
の

（
特
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
概
念
の
）
最
初
の
主
唱
者
と
考
え
ら
れ
る
の
は
一
七
世
紀
の
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ
ム
理
論

家
の
J
・
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
で
、
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
皇
や
ル
タ
ー
派
の
君
主
か
ら
都
市
の
自
治
権
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
「
補
完
性
」
の
思
想
は
そ
の
後
、

ロ
ッ
ク
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

W
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
ら
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
。
フ
ン
ボ

(Ioo) 

ル
ト
は
「
補
完
性
」
思
想
を
自
由
意
志
論
的
に
解
釈
し
た
と
言
わ
れ
る
。

一
九
世
紀
に
は
こ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
以
外
に
も
「
補
完
性
」
思
想
の
理
論
家
と
し
て
P
・
プ
ル
ー
ド
ン
な
ど
が
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
も
社
会
的
意
識
か
ら
こ
の
「
補
完
性
」
の
思
想
を
重
要
な
原
理
と
し
て
確
立
し
た
。

す
る
回
勅

(
R
e
r
u
m
N
o
v
a
r
u
m
)
」
に
は
社
会
問
題
に
対
す
る
国
家
の
義
務
を
説
く
「
補
完
性
」
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
概
念
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
一
九
三
一
年
の
ピ
ウ
ス
―
一
世
の
「
回
勅

(
Q
u
a
d
r
a
g
e
s
i
m
o
A
n
n
o
)
」
で
は
「
補
完
性
機
能
の
原
理

(the
Principle of'
＾
 

subsidi ,
 

ary function")
」
と
い
う
こ
と
ば
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「
補
完
性
」
の
思
想
が
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ピ

ウ
ス
―
一
世
の
、
行
政
国
家
的
支
配
の
社
会
へ
の
拡
大
に
対
す
る
懐
疑
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
背
景
に
は
ナ
チ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
台
頭
が
あ
る
。
教
会
は
市
民
社
会
の
中
間
団
体
と
し
て
の
自
立
性
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
補
完
性
」
は
ネ
ガ
テ
ィ

(IOI) 

ヴ
概
念
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
「
補
完
性
」
と
い
う
思
想
を
確
立
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
守
ろ
う
と
し
た
の
は
家
族
や
職
能
団
体
の

よ
う
な
社
会
集
団
、
ま
た
は
個
人
で
あ
る
。
し
か
し
「
補
完
性
」
の
思
想
は
領
域
的
な
集
団
の
関
係
、
つ
ま
り
国
家
と
州
・
地
域
の
関
係

関
法

一
八
九
一
年
の
レ
オ
一
三
世
の
「
労
働
問
題
に
関



す
る
。

一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
西
ド
イ
ツ
基
本
法
三

0
条
や
七
二
条

(
B
u
n
d
と

(102) 

Rfinder, 
つ
ま
り
連
邦
国
家
と
州
の
関
係
）
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
補
完
性
」
と
い
う
思
想
を
領
域
的
な
社
会
集
団
に
適
用

し
た
も
の
が
連
邦
制
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、

ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
は
神
と
人
間
の
紐
帯
を
意
味
す
る
聖
書
的
概
念

(11
f
o
e
d
u
s
)

を
社

会
集
団
に
適
用
し
て
「
連
邦
主
義

(
F
e
d
e
r
a
l
i
s
m
)
」
の
語
源
を
つ
く
っ
た
と
言
え
る
し
、
自
由
意
志
論
的
「
補
完
性
」
概
念
は
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一

0
条
や
一
八
四
八
年
の
ス
イ
ス
憲
法
第
三
条
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
連
邦
制
国
家
の
憲
法
に
影
響
を
与
え

（血）

て
い
る
。

こ
の
連
邦
制
の
拡
大
、
ま
た
は
連
邦
形
成
の
協
定
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
対
処
に
有
効
だ
と
A
・
ス
ミ
ス
は
言
う
。
ス

ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
既
存
の
国
家
を
解
体
す
る
こ
と
な
く
、
全
体
と
し
て
国
家
政
府
と
エ
ス
ニ
ー
の
両
者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
、
連
邦
制

に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
第
三
世
界
以
外
の
い
く
つ
か
の
国
で
は
、
連
邦
形
成
の
協
定
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
対
立
を
最
小
限
に
し
、

領
土
と
結
び
つ
い
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
文
化
・
経
済
的
自
立
を
許
し
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
文
化
を
政
治
的
に
保
障
す
る
の

(104) 

に
役
立
っ
て
い
る
、
と
ス
ミ
ス
は
言
う
。
し
か
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
例
な
ど
を
見
え
ば
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
議
論
に
は
そ
の
妥
当

性
の
点
で
問
題
が
残
る
。
連
邦
制
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
、
ベ
ル
ギ
ー
の
事
例
を
見
な
が
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に

欧
州
の
大
陸
諸
国
（
ベ
ネ
ル
ク
ス
諸
国
、

が
サ
ヴ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
構
成
し
た
り
、

ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
）
は
文
化
的
に
多
元
的
な
社
会
で
あ
り
、
言
語
や
宗
教
な
ど

ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
大
陸
諸
国
で
は
、

文
化
間
の
関
係
を
調
整
し
て
社
会
を
安
定
さ
せ
る
独
自
の
社
会
・
政
治
構
造
が
存
在
し
た
。

(Spiritual F
a
m
i
l
i
e
s
)
」
と
呼
ば
れ
る
サ
ヴ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
分
裂
し
て
、
社
会
組
織
、
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
が
柱
状
に
構
成
さ
れ
、
い

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

に
も
そ
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
社
会
が
複
数
の
「
霊
の
家
族

~ 
一
九
世
紀
後
半
以
来
、
異

（
九
七
三
）



第
五
一
巻
五
号

わ
ば
「
列
柱
化

(
Verzuiling)
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
列
柱
化
さ
れ
た
各
サ
ヴ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
各
々
対
立
し
合
う
勢
力
で
は
あ
る

が
、
列
柱
間
の
政
治
紛
争
は
政
治
的
利
益
を
代
表
す
る
政
党
エ
リ
ー
ト
間
の
妥
協
・
調
整
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
社
会
を
安
定
さ
せ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
＞
．
ロ
ー
ウ
ィ
ン
は
「
仕
切
ら
れ
た
多
元
主
義

(
s
e
g
m
e
n
t
e
d
pluralism)
」、

（
九
七
四
）

A
・
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
は
「
多

極
共
存
型
民
主
主
義

(consociational
d
e
m
o
c
r
a
c
y
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
自
由
主
義
、
社
会
主

(105) 

義
の
三
つ
の
列
柱
が
存
在
し
た
。
列
柱
構
造
は
こ
れ
ら
宗
教
・
階
級
間
の
対
立
を
調
整
し
て
き
た
。
列
柱
構
造
に
は
ま
た
、
一
九
世
紀
に

(106) 

フ
ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
顕
在
化
を
遅
ら
せ
る
役
割
も
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
五
八
年
の
学
校
協
定
成
立
後
は
、
宗
教
や
階
級
に
よ
る
対
立
に
代
わ
っ
て
言
語
に
よ
る
対
立
が
激
化
し
、
各
サ
ヴ
カ
ル

チ
ャ
ー
を
代
表
す
る
一
＿
＿
つ
の
主
要
政
党
が
言
語
集
団
間
対
立
の
影
響
で
分
裂
す
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
。
は
じ
め
に
カ
ト
リ
ッ

ク
政
党
が
分
裂
、
つ
い
で
自
由
主
義
政
党
も
分
裂
、
さ
ら
に
六
0
年
代
に
は
分
裂
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
社
会
主
義
政
党
も
七
八
年
に
は

一
九
八
八
年
に
は
国
民
政
党
が
完
全
に
崩
壊
し
た
。
も
は
や
言
語
集
団
間
の
対
立
を
緩
和
し
、
双
方
の
敵
対
感
情
を
弱
め
る
と

い
う
機
能
を
国
民
政
党
は
果
た
せ
な
く
な
り
、
言
語
境
界
線
の
両
側
で
、
有
権
者
の
か
な
り
の
支
持
を
獲
得
で
き
る
国
民
政
党
は
姿
を
消

(107) 

し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ウ
ィ
ン
の
言
う
「
仕
切
ら
れ
た
多
元
主
義
」
の
構
造
は
、
言
語
集
団
・
地
域
間
の
格
差
か
ら
生
じ
た
問
題
を
解
決

(108) 

出
来
ず
（
こ
れ
も
原
因
と
な
っ
て
）
、
現
在
は
非
常
に
弱
ま
っ
て
い
る
。

A
・
ス
テ
パ
ー
ン
に
よ
る
と
、
複
数
の
民
族
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
存
在
す
る
政
治
形
態
に
お
い
て
民
主
主
義
的
な
統
合
を
進
め
る
の

（
民
主
主
義
的
）
体
制
へ
の
忠
節
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
領
域

設
定
と
制
度
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
と
し
て
、
文
化
的
（
非
領
域
的
）
な
問
題
に
お
い
て
必
要
に
な
る
の
は
、
（
上
述
し
た
）

レ
イ
プ
ハ
ル
ト
の
言
う
「
多
極
共
存
型
民
主
主
義
」
の
よ
う
な
制
度
（
巧
妙
に
つ
く
ら
れ
た
権
力
配
分
シ
ス
テ
ム
）
で
あ
る
。
代
議
制
に

で
あ
れ
ば
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
諸
権
利
を
保
障
し
つ
つ
、
政
治
的
統
合
と

分
裂
し
、

関
法

―
―
四



リ
ズ
ム
に
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

(lll) 

(Liberal Nationalism)
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
今
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
地
域
（
異
な
っ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
）
に
お
い
て
は
、

諸
権
利
と
平
等
な
市
民
権
（
全
成
員
が
享
受
）
が
保
障
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
体
制
が
、
近
代
化
と
し
て
望
ま
れ
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
ら

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
革
命
（
お
そ
ら
く
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
な
ど
）

情
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
現
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
革
命
で
「
自
由
な
人
間

(free
m
e
n
)
」
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
「
国
民

(Nation)
」

は
女
性
や
奴
隷
を
排
除
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
欧
州
の
初
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
国
民
」
の
概
念
に
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

ズ
ム

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ヘ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
多
民
族
政
体
下
の

代
議
制
に
お
い
て
領
域
的
な
要
素
が
関
係
し
て
く
れ
ば
、
連
邦
制
が
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
（
こ
の
多
民
族
政
体
に
お
け
る
連
邦
制

し
か
し
、
連
邦
制
が
多
民
族
政
体
の
維
持
に
い
か
に
重
要
な
制
度
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
が
言
う
よ
う
に
連
邦
制
が
広
い
範
囲
に
わ
た
る
文
化
的
・
経
済
的
自
立
を
エ
ス
ニ
ー
に
許
し
、
中
央
集

権
制
の
強
化
や
国
家
干
渉
の
拡
大
を
阻
止
す
る
の
だ
と
し
て
も
、

の
要
求
と
を
切
り
離
す
こ
と
や
、
「
国
家
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
一
致

(national
congruence)
」
の
要
求
を
諦
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、

ェ
ス
ニ
ー
は
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
犠
牲
に
す
る
必
要
は
な
い
が
、
よ
り
高
い
水
準
の
「
市
民
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

(110) 

(Civic Nationalism)
」
を
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
ス
ミ
ス
は
言
う
。

こ
の
「
市
民
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

C
・
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ

の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
）
。

つ
い
て
も
（
つ
ま
り
議
会
制
度
や
選
挙
制
度
で
）

エ
ス
ニ
ー
の
側
に
も
、

―
―
五

ェ
ス
ニ
ー
に
対
す
る
配
慮
の
み
が
こ
こ
で
求

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
熱
望
と
独
自
の
国
民
国
家
形
成

の
根
拠
付
け
と
な
っ
た
愛
国
主
義
へ
の
熱

（
九
七
五
）



第
五
一
巻
五
号

の
憲
法
的
原
理
と
は
相
容
れ
な
い
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
も
、
市
民
が

平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
と
、
全
て
の
市
民
を
「
国
民
（
文
化
的
に
同
質
）
」
に
統
合
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
現

(112) 

実
と
の
間
に
、
緊
張
が
存
在
す
る
。
し
か
し
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
「
市
民
的
」
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
念
型
と
し
て

見
る
こ
と
も
出
来
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
危
険
性
が
存
在
す
る
が
、
同
時
に
専
制
的
体
制
の
変
革
や
民
主
化
に
直
接
結
び
つ
か
な
い

ま
で
も
、
そ
れ
ら
の
付
随
的
動
機
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
虐
げ
ら
れ
た
民
衆
の
自
尊
心
の
源
泉
に
も
な
り
う
る
、
と
ス
ミ
ス
は
指
摘

(m) 

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
民
主
主
義
と
結
び
つ
き
う
る
の
な
ら
、
ス
ミ
ス
が
言
う
よ
う
な

「
市
民
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
も
見
え
て
こ
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
エ
ス
ニ
ー
の
側
は
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
に
適
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。

多
民
族
政
体
に
お
い
て
連
邦
制
が
重
要
と
な
り
、
同
時
に
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
民
主
主
義
的
な
連

邦
制
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
A
・
ス
テ
パ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
従
来
民
主
主
義
は
単
一
民
族
・
文
化

政
体
に
お
い
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
国
家
形
成
と
民
族
・
文
化
の
多
様
性
と
は
両
立
し
な
い
と
考
え
る
論
者
が
多
か
っ
た
。

例
え
ぱ
J
.
S
・
ミ
ル
や
D
・
ロ
ス
ト
ウ
、

D
・
ミ
ラ
ー
ら
が
そ
う
で
あ
る
。

R
・
ダ
ー
ル
も
多
民
族
政
体
に
お
け
る
民
主
主
義
は
不
可

能
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
政
体
内
の
諸
個
人
・
諸
集
団
が
そ
の
政
治
的
共
同
体
の
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、

政
体
内
部
の
問
題
を
民
主
主
義
理
論
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
論
に
は
「
一
民
族
・
一
国
家
」
を

主
張
す
る
ゲ
ル
ナ
ー
の
議
論
と
共
通
性
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
ゲ
ル
ナ
ー
は
、
人
は
所
属
す
る
政
治
的
共
同
体
の
文
化
を
共
有
し
な
い(Ill) 

場
合
、
そ
の
文
化
に
同
化
す
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
政
体
を
変
え
な
け
れ
ば
満
足
し
た
情
況
下
に
置
か
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
法

―
―
六

（
九
七
六
）



)と。
―
つ
は
存
在
す
る
こ
と
。

一七

し
か
し
比
較
的
同
質
性
の
あ
る
国
民
国
家
と
い
う
も
の
は
現
実
に
は
少
数
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
非
民
主
主
義
的
国
家
に
は
同
一
の
ハ

イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
民
主
的
方
法
に
よ
っ
て
国
家
内
に
文
化
の
同
一
性
を
創
り
出
す
に
は
、

政
治
的
境
界
線
の
引
き
直
し
か
文
化
的
同
化
が
選
択
肢
だ
と
ゲ
ル
ナ
ー
は
言
う
。
国
家
を
二
つ
以
上
の
国
家
へ
分
離
す
る
こ
と
自
体
は
非

民
主
主
義
的
で
は
な
い
。
し
か
し
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
よ
う
に
集
団
が
比
較
的
は
っ
き
り
と
し
た
文
化
的
領
域
に
区
分
さ
れ
て
い

る
場
合
を
除
い
て
、
国
家
・
文
化
の
一
致
の
た
め
の
国
境
の
引
き
直
し
は
、
民
主
的
且
つ
簡
単
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
ま
た
今
日
、

(115) 

一
九
世
紀
や
二

0
世
紀
初
頭
よ
り
も
遥
か
に
複
雑
で
問
題
が
あ
る
。

結
局
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
処
す
る
た
め
に
は
連
邦
制
に
頼
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
同
時
に
民
主
主
義
も
多
民
族

政
体
に
関
わ
ら
ず
必
要
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
連
邦
制
と
民
主
主
義
を
い
か
に
一
致
さ
せ
る
か
の
要
件
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ス
テ

(116) 

パ
ー
ン
が
考
え
る
こ
れ
ら
の
要
件
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

•
国
内
に
お
い
て
領
域
的
な
政
治
的
下
位
単
位

(
s
u
b
,
 
u
n
i
t
)

が
い
く
つ
か
存
在
し
、
同
時
に
全
国
的
な
政
治
的
単
位
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
。

・
下
位
単
位
内
で
は
そ
の
市
民
が
排
他
的
に
有
権
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
議
員
が
全
国
か
ら
選
出
さ
れ
る
議
会
も
少
な
く
と
も

・
両
政
治
的
単
位
の
立
法
権
・
政
策
形
成
権
が
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
的
な
政
策
形
成
領
域
が
存
在
し
て
い
る

•
市
民
が
二
つ
の
政
治
的
単
位
（
全
国
的
と
下
位
）
両
方
に
対
し
て
忠
誠
、
帰
属
感
を
持
つ
こ
と
。

ま
た
近
代
の
全
て
の
民
主
主
義
的
連
邦
制
に
お
い
て
は
上
・
下
両
院
が
存
在
す
る
が
、
多
民
族
政
体
に
お
け
る
連
邦
制
に
お
い
て
は
上

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

支
配
的
な
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
文
化
へ
同
化
す
る
こ
と
は
、

（
九
七
七
）



第
五
一
巻
五
号

院
（
地
域
や
州
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
）
が
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
と
言
う
の
も
多
民
族
政
体
に
お
い
て
は
、
言
語
、
宗

教
、
教
育
、
市
民
権
な
ど
に
関
わ
る
問
題
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
民
族
・
文
化
面
で
特
別
の
利
益
を
持
っ
て
い
る
）
は
、

投
票
・
拒
否
権
を
行
使
出
来
る
場
所
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
民
族
民
主
主
義
で
は
ま
た
、
効
率
と
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
に

お
け
る
緊
張
が
特
に
高
い
傾
向
に
あ
る
。
地
域
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
問
題
に
関
し
て
発
言
権
を
有
す
る
上
院
が
、
十
分

に
広
い
政
策
的
視
野
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
連
邦
制
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
中
央
に
対
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
の
を
助
け

る
役
割
を
す
る
。
ま
た
市
民
が
高
い
程
度
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
が
連
邦
制
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
強
め
る
の
で
あ
る
。
多

民
族
政
体
に
お
い
て
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
民
主
主
義
的
連
邦
制
が
、
政
治
的
下
位
単
位
に
そ
の
差
異
と
自
立
性
を
憲
法
上
保
障
し
な

(117) 

が
ら
、
市
民
を
政
治
体
制
に
統
合
す
る
の
を
助
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ス
テ
パ
ー
ン
の
連
邦
制
論
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
制
を
見
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン

体
」
と
「
地
域
」
）
と
い
う
政
治
的
下
位
単
位
と
ベ
ル
ギ
ー
国
家
と
い
う
全
国
的
政
治
単
位
の
存
在
、
全
て
の
議
員
が
国
民
か
ら
直
接
選

出
さ
れ
る
国
民
の
直
接
代
表
機
関
と
し
て
の
下
院
と
「
共
同
体
」
・
「
地
域
」
議
会
（
市
民
が
有
権
者
）

法
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
）
、
中
央
政
府
と
「
共
同
体
」
・
「
地
域
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
管
轄
す
る
権
限
領
域
の
存
在
な
ど

憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
、

ス
テ
パ
ー
ン
が
考
え
る
民
主
主
義
的
連
邦
制
の
要
件
に
一
致
す
る
点
は
多
い
。
ま
た
上
院
が
「
共
同
体
」

や
「
地
域
」
の
代
表
機
関
と
な
っ
た
こ
と
や
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
多
樟
冗
化
し
ベ
ル
ギ
ー
国
家
と
フ
ラ
マ
ン
や
ワ
ロ
ン
と
い
っ
た
地
域

の
両
方
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
持
た
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

関
法

（
九
七
八
）

（
こ
れ
ら
は
全
て

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が

の
存
在
（
前
者
に
も
後
者
に
も
立

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
で
も
興
味
深
い
点
が
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
言
語
集
団
間
対
立
に
よ
っ
て
中
央
集
権
型
国
家
か
ら
連
邦
制
に
移
行
し
た
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
制
は
、

ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
連
邦
化
に
よ
る
対
処
の
―
つ
の
成
功
例
と
考
え
る
事
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

―
―
八

エ
ス
ニ
ッ

（
「
共
同



ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
た
。

お

わ

り

に

ス
ミ
ス
や
テ
イ
ラ
ー
、

し
て
は
連
邦
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
既
存
の
国
家
を
解
体
す
る
こ
と
な
し
に
、

テ
ィ
テ
ィ
の
保
障
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

E
u
の
重
層
的
関
係
に
お
け
る
国
家
と
地
域
の
間
の
関

ま
た
同
時
に
、

ス
テ
パ
ー
ン
の
議
論
か
ら
、
（
領
域
的
要
素
と
結
び
つ
い
た
）

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
側
も
民
主
主
義
に
適
応
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
多
民
族
政
体
下
に
お
い
て
民
主
主
義
を
維
持
す

る
た
め
に
も
連
邦
制
が
求
め
ら
れ
の
だ
と
し
た
ら
、
民
主
主
義
と
一
致
す
る
条
件
（
例
え
ば
ス
テ
パ
ー
ン
の
示
し
た
条
件
）
に
適
っ
た
連

邦
制
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
化
は
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

ギ
ー
で
は
、
連
邦
制
度
の
複
雑
さ
と
政
府
間
関
係
の
複
雑
さ
か
ら
、
政
治
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
へ
の
不
信
感
が
強
ま
っ
て
い
る
と
も
言
わ

(lls) 

れ
る
。
こ
れ
は
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
制
の
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
）
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
主
要
な
問
題
は
現
在
の
国
民
国
家
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
関
係
し
た
問
題
と
し
て
エ

本
稿
で
は
ま
ず
ベ
ル
ギ
ー
の
政
治
史
を
見
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
。
国
民
国
家
と
し
て
成
立
し
た
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
フ
ラ
マ
ン
と
ワ

ロ
ン
と
い
う
言
語
集
団
間
の
対
立
が
発
生
し
、
激
化
す
る
こ
の
対
立
が
連
邦
化
に
よ
る
解
決
を
迫
り
、
こ
の
連
邦
化
に
よ
っ
て
ベ
ル
ギ
ー

の
国
家
形
態
は
大
き
く
変
容
し
て
い
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
中
で
、
言
語
集
団
間
対
立
は
低
い
地
位
に
置
か
れ
た
フ
ラ
マ
ン
側
の

地
位
を
向
上
さ
せ
る
運
動
を
発
端
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

E
・
ゲ
ル
ナ
ー
や
M
・
フ
ロ
ッ
フ
の
議
論
か
ら
こ
の
フ
ラ
マ
ン
運
動
は
エ
ス

国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

係
で
は
連
邦
制
が
重
要
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一九

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
文
化
・
経
済
的
自
立
や
ア
イ
デ
ン

（
九
七
九
）

（
但
し
、
近
年
の
ベ
ル

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
に
対



ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
と
言
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て

国
民
国
家
の
枠
組
み

テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
発
生
し
た
と
す
る
見
方
も
存
在
す
る
。
し
か
し
今
日
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(119) 

運
動
の
多
く
は
第
二
次
大
戦
前
に
活
動
を
起
こ
し
て
お
り
、
中
に
は
そ
の
起
源
を
一
九
世
紀
に
ま
で
遡
る
も
の
も
あ
る
（
ベ
ル
ギ
ー
の
フ

ラ
マ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
の
一
例
と
言
え
る
）
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
、

ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
力
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
り
う
る
原
因
を
探
る
中
で
浮
上
し
て
き
た
の
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
問
題
で
あ
る
が
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
国
民
国
家
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
消
滅
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
欧

州
に
お
い
て
も
国
民
国
家
は
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
面
で
い
ま
だ
に
重
要
で
あ
り
、

民
国
家
は
弱
体
化
し
つ
つ
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
国
民
国
家
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
衰
退
し
つ
つ
あ
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
も
、

つ
各
レ
ヴ
ェ
ル

言
え
る
。

発
生
し
て
き
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

関
法

第
五
一
巻
五
号

（
九
八

0
)

（
と
同
時
に
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
心
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
が
弛
緩
し
た
こ
と
に
よ
り
、
別
の
ア
イ
デ
ン

(
E
u
、
国
家
、
地
域
）

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
し
て
の
国

E
u
統
合
下
の
欧
州
で
は
重
層
的
且

の
間
で
調
和
の
と
れ
た
関
係
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
国
民
国
家
は
こ
の
関
係
下

に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
処
し
生
存
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は

E
u
に
お
け
る
「
補
完

性
原
理
」
で
あ
る
。
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
っ
て
国
民
国
家
が
解
体
の
危
機
に
瀕
す
る
と
い
っ
た
事
態
も
考

え
ら
れ
る
。

A
・
ス
ミ
ス
は
先
進
諸
国
で
は
連
邦
制
が
こ
れ
を
回
避
可
能
に
す
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
に
は

A
・
ス
テ
パ
ー
ン
が
考
え

る
よ
う
な
民
王
主
義
と
連
邦
制
が
一
致
す
る
た
め
の
条
件
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
制
に
注
目
す
る
点
が
あ
る
と

―二

0



に
導
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
―
つ
の
例
を
、

国
民
国
家
を
外
側
と
内
側
か
ら
揺
る
が
す
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
国
民
国
家
を
衰
退
・
解
体
の
方
向

(120) 

E
U
や
ベ
ル
ギ
ー
は
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
1
)
野
田
宣
雄
「
国
民
国
家
か
ら
帝
国
へ
」
野
田
編
著
『
よ
み
が
え
る
帝
国
ー
ド
イ
ツ
史
と
ポ
ス
ト
国
民
国
家
ー
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一

九
九
八
年
）
一
―
ー
一
六
ペ
ー
ジ
。
同
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
1
1
ス
テ
ー
ト
か
ら
帝
国
へ
」
（
『
法
学
論
叢
」
一
三
八
巻
一
・
ニ
・
三
号
、
一
九
九
五
年
）

三
ニ
ー
三
五
ペ
ー
ジ
。
同
じ
よ
う
な
議
論
と
し
て
、

M
i
c
h
a
e
l
O'Neill,'
＾
 
R
e
i
m
a
g
i
n
g
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e
l
g
i
u
m
:
 
N
e
w
 F
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l
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s
m
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n
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M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 of Cultural 
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P
a
r
l
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a
m
e
n
t
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r
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 J
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u
r
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l
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o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 Politics, 
Vol. 5
1
,
 
N
o
.
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,
 
1
9
9
8
,
 
pp. 

2
4
1
 ,
 24
2
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elし
野
田
の
議
論
で
は
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
が
揺
ら
い
で
い
る
と
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
国
民
国
家
が

E
uな
ど
に
融
解
し
、

一
方
で
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
・
地
域
に
分
裂
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
見
方
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
野
田
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
も
国
民
国

家
が
直
ち
に
消
滅
す
る
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
国
民
国
家
の
持
つ
意
義
を
（
特
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
は
）
積
極
的
に
認

め
よ
う
と
す
る
。
野
田
は
S
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
議
論
を
取
り
入
れ
て
、
「
帝
国
」
（
文
明
を
基
盤
と
し
な
が
ら
優
越
し
た
国
家
を
中
心
に
ハ
イ

ア
ラ
ー
キ
ー
的
に
形
成
さ
れ
る
）
が
今
後
の
世
界
秩
序
の
単
位
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
野
田
「
国
民
国
家
か
ら
帝

国
へ
」
二
四
ー
ニ
六
、
二
八
！
四
0
ペ
ー
ジ
。
同
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
1
1
ス
テ
ー
ト
か
ら
帝
国
へ
」
四
0
ー
五
0
ペ
ー
ジ
。
ゲ
ル
ナ
ー
や
ア
ラ
ー
ト
の

議
論
に
つ
い
て
は
、

E
r
n
e
s
t
Gellner, "
N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
 a
n
d
 the D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 of E
u
r
o
p
e
a
n
 Societies", in Jyrki Iivonen ed., 
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i
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c
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p
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ぺ

0
毯
如
企
刈
公
臼
＇
匡
拭
ギ
'

I
兵

兵
兵

測
I~

 ギ
ー
l
~
~
t

一
：
入
゜

（お）
R. Falter, 

op. 
cit., 

pp. 
182-183. 

担
坦
淀
惑
縄
図

I
~
<
t
-
:
ゞ゚

（箆）
J.P. 

D
e
 Bandt, "

T
h
e
 P
r
i
m
a
c
y
 of C

o
m
m
u
n
i
t
y
 law", 

in 
M
.
A
.
 G. V

a
n
 M
e
e
r
h
a
e
g
h
e
,
 ed., 

B
e
l
g
i
u
m
 a
n
d
 E

C
 Me
m
b
e
r
s
h
i
p
 E
v
-

aluated, Pinter Publishers, 1992, p. 
126. 

啜
）

眠
酋

淀
翌

攀
,

i
 I"'担

訳
一
：
入
如

-1l$1Ei!l
登゚

(~
) 

M
.
 O'Neill, 

op. 
cit., 

p. 
248. 
堀
坦
苺
翠
縄
図

I
~
~
t
-
:
入゚

(:;;:) 
R. Falter, 

op. 
cit., 

pp. 
183-184. 

E. Lamberts, op. 
cit., 

pp. 
379-380. 

111:t::'i
声

認
唇

料
I

I
 1(
t
 -:; ゞ

如
論

芸
翠

渥
択

I

兵
兵
―
1100'(_';;¥゚

（笞）
M
.
 O'Neill, 

op. 
cit., 

p. 
250-251. 

（尊）
R. Falter, 

op. 
cit., 

pp. 
184-185. 

（苓）
M
.
 O'Neill, 

op. 
cit., 

p. 
251. 

(~
) 

R. Falter, 
op. 

cit., 
p. 

184. 

(~
) 

M
.
 O'Neill, 

op. 
cit., 

p. 
251. 

(';:j;) 
Ibid., 

pp. 248-249, p. 
252. 

~ 担
論

淀
惑

縄
-P<'1

I
O
O
t
-
・
;
 入°
慨
足
＇
茫
田
壬
謝
＋
「
，
，
<
~
!
t
r
ー
以
将
七
沿

rl
K

 1¥
ぶ

Iい
傘

$
,
Q
幽

匡
—
-
1
~
-
\
.
l
O
母
起
如
廿
令
以
ー
」
米
甘
叫

I
ll!R
・
ヨ
ロ
製
・
腕
寄
砦
茜
・
達
睾
要
瑯
『
釜
総
豆
い
い
—
鐸
饂
r
如
楽
釦
匹

I~
 

~
I
糾

1
回

1
-
1

国
lilt-・;

入
,

..,;,-1l$1
産゚

（尊）
M
.
 O'Neill, 

op. 
cit., 

pp. 252-253. 
R. Falter, 

op. 
cit., 

p. 
187, p. 

189. 
~ 迂

坦
芦

認
唇
K

1
1
0
1
 
t
-
・
;
 入゚

（念）
M
.
 O'Neill, op. 

cit., 
pp. 253-254. 

R. Falter, 
op. 

cit., 
p. 

188. 
E. Lamberts, op. cit., 

p. 
380. 

（呂）
悩
晦

l
田
眺
痣
「

'(~1-1-
一
回
齢
坦
」
匡
話
器
弓
器
·
豆
笹

l-t::睫
『

羊
砥

鞘
坦

緑
』

踪
1I~

(
~

 草
斜
,

I~
 兵
<
母
）

H
尺
国

t
-
:
;
¥
o
 J
・G

回
出
回
悩

Q
~
~
{
~
刈

r-Ji-<11
"
~

 ・
+
-
,;、

m
+-~ やK

~
室

暇
辻

巨
-¥a,l'-("o

I
諮

脳
111

ば
（

兵
<f-R)



関
法

第
五
一
巻
五
号

C
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e
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n
d
 G. J. 
C
r
a
e
n
e
n
,
 
translation., 
Constitution 
o
f
 T
h
e
 K
i
n
g
d
o
m
 o
f
 B
e
l
g
i
u
m
:
 C
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
T
e
x
t
 o
f
 F
e
b
r
u
a
r
y
 1
7
,
 

1
9
9
4
,
 
A
c
c
o
,
 1
9
9
4
,
 
p. 7
.
 

(51)

武
居
解
説
、
「
ベ
ル
ギ
ー
国
憲
法
」
、
三
八
九
ペ
ー
ジ
。

J.
C
r
a
e
n
e
n
 a
n
d
 G. C
r
a
e
n
e
n
,
 translation, 
0p.ciL」

pp.
1
5
 ,
 16
.
 

若
林
、
前
掲
論

文
、
二

0
一
ペ
ー
ジ
。

(52) 

R. Falter, 
0
 
p. 
cit., 
pp. 1
9
0
 ,
 1
9
1
.
 

三
竹
、
前
掲
論
文
、
一
―
八
ペ
ー
ジ
。
連
邦
化
後
の
「
共
同
体
」
と
「
地
域
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、

J. 
Fitzmaurice, op. 
cit., 
pp. 1
3
0
 ,
 13
4
.
 

(53) 
M
a
r
c
o
 Martiniello,'̂
 T
h
e
 National Q
u
e
s
t
i
o
n
 a
n
d
 the Political 
Construction of I
m
m
i
g
r
a
n
t
 Ethnic C
o
m
m
u
n
i
t
y
 in 
Belgium", 

in 
A
l
e
c
 G. H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
 a
n
d
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e
r
e
m
y
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e
a
m
a
n
 eds., 
R
a
c
i
s
m
,
 
Ethnicity a
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n
t
e
m
p
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r
a
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d
w
a
r
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 Elgar, 

1
9
9
5
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1
3
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.
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例
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K
e
m
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r
a
i
n
e
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 op. 
cit., 
p. 4
6
.
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M
.
O

望
l
l
9
0
p
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c
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.
 

M. O'Neill, ̂
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g
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n
d
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a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
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 Affairs: A
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o
u
r
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n
a
l
 o
f
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
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 Vol. 5
3
,
 
N
o
.
 1, 
2
0
0
 0》

p.
1
2
2
.
 
J. 
Fitzmaurice, op. 
cit., 
pp. 1
4
8
-
1
4
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.
 

f-!:l: 葬
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E

U
砧
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ム
ロ
の
造
介
化
と

ベ
ル
ギ
ー
の
連
邦
化
政
策
~
E
u

に
お
け
る
連
邦
構
成
体
の
権
限
拡
大
を
中
心
に
ー
ー
ー
」
（
『
日
本
E
u

学
会
年
報
』
第
一
八
号
、
一
九
九
九

年
）
一
四
九
ペ
ー
ジ
。

(56) 

L. 
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＾
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e
m
o
c
r
a
c
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,
 a
n
d
 the B
e
l
g
i
a
n
 State", pp. 8
6
 ,
 87
.
 

「
｀
不
イ
シ
ョ
ン
」
の
細
E

成
要
全
索
に
つ
い
て
は
、

A
n
t
h
o
n
y
D. 

Smith, N
a
t
i
o
n
a
l
 Identity, A
 P
e
n
g
u
i
n
 B
o
o
k
s
,
 1
9
9
1
,
 
pp. 8
-
1
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.
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回
椰
岸
尤
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ク
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『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
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命
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カ
」
晶
文
社
、
一
九
九
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、

三
0
ー
四

0
ペ
ー
ジ
）
。
な
お
、
ス
ミ
ス
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
を
「
歴
史
上
の
領
域
、
共
通
の
神
話
と
歴
史
的
記
憶
、
大
衆
的
・
公
的
な
文
化
、

全
構
成
貝
に
共
通
の
経
済
、
共
通
の
法
的
権
利
・
義
務
を
共
有
す
る
、
特
定
の
名
前
の
あ
る
人
間
集
団
」
と
定
義
す
る
。
つ
ま
り
ス
ミ
ス
は
、

「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
は
文
化
的
共
同
体
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
・
経
済
的
共
同
体
で
も
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
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.
 

(
邦
訳
、
三
九
ー
四
0
ペ
ー
ジ
）
。

(57) 

A. D
.
 S
m
i
t
h
・
9
T
h
e
E
t
h
m
c
o
品
ins
o
f
 Nations, B
l
a
c
k
w
e
l
l
 Publishers, 1
9
8
6
,
 
pp. 2
2
 ,
 32
.
 

(
巣
山
靖
司
・
高
城
和
義
他
訳
『
ネ
イ

シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
ー
痣
笛
社
社
会
学
的
考
察
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
二
九
ー
三
九
ペ
ー
ジ
）
。

A.
D. Smith, N
a
t
i
o
n
 ,
 

a
l
I
d
e
n
t
i
g
 pp. 2
1
-
2
2
.
 

(
邦
訳
、
五
一
ー
五
三
ペ
ー
ジ
）
。
な
お
、

A

・
ス
ミ
ス
の
著
書
と
し
て
は
、
本
稿
で
特
に
引
用
し
た
三
冊
の
著
書
以

―
二
六

（
九
八
六
）



国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

―
二
七

外
に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

A
n
t
h
o
n
y
D
.
 
S
m
i
t
h
,
 
N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
 a
n
d
 m
o
d
e
r
n
i
s
m
,
 
R
o
u
t
l
e
d
g
s
,
 1
9
9
8
.
 
A
n
t
h
o
n
y
 D
.
 S
m
i
t
h
,
 

M
y
t
h
s
 a
n
d
 M
e
m
o
r
i
e
s
 o
f
 the N
a
t
i
o
n
,
 O
x
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 1
9
9
9
.
 
A
n
t
h
o
n
y
 D
.
 S
m
i
t
h
,
 
T
h
e
 N
a
t
i
o
n
 in 
history, U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

press o
f
 N
e
w
 E
n
g
l
a
n
d
 (for〕

B
r
a
n
d
e窃

U
n
iく
ersity
Press, 2
0
0

.゚

(58)A• 

D
.
 Smith., 
T
h
e
 E
t
h
n
i
c
 0
品
ins
o
f
 Nations, p. 2
1
4
.
 

(
邦
訳
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
）
。

(59)

例
え
ば
、

T
h
e
E
t
h
n
i
c
 O
r
i
g
i
n
s
 o
f
 Nations. 
の
随
所
に
^

Ê
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ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
浸
食
さ
れ
な
い
た
め
に
、
ま
た
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
独
立
す
る
た
め
に
も
、
言
語
の

転
換
が
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
る
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
は
こ
の
言
語
の
転
換
に
お
い
て
、
聖
書
の
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が
も
た
ら
す
効
果
な
ど
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宗
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の
役
割

を
重
要
視
す
る
。
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(
7
3
)
I
b
界
p.
2
7
.
 

ベ
ル
ギ
ー
（
国
家
に
対
す
る
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
植
民
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

E.
L
a
m
b
e
r
t
s
,
 0
 p. 
cit., 
p. 3
4
6
.
 

も

参
照
。

(74) 

A. H
a
s
t
i
n
g
s
,
 op. cit. 

(
7
5
)
I
b
界
pp.
2
9
-
3
 0
．
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の

N
a
t
i
o
n
S
t
a
t
e
の
定
義
に
つ
い
て
は
、

I
b
i
d
ら・
3
.

(
7
6
)
I
b
界
p.
2
9
.
 

(77) 
B
a
r
t
 M
a
d
d
e
n
s
,
 R
o
e
l
a
n
d
 B
e
e
r
t
e
n
 
a
n
d
 J
a
a
k
 Billiet, 
"
T
h
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
s
c
i
o
u
s
n
e
s
s
 
of t
h
e
 
F
l
e
m
i
n
g
s
 a
n
d
 t
h
e
 W
a
l
l
o
n
s
.
 
A
n
 

E
m
p
i
r
i
c
a
l
 Investigation", in K• 

D
e
p
r
e
z
 a
n
d
 L. 
V
o
s
 eds., 
op. 
cit., 
pp. 1
9
9
-
2
0
2
.
 

(78) 
Ibid., 
pp. 2
0
2
-
2
0
3
.
 

(
7
9
)
I
b
困
p
p
.
2
0
6
-
2
0
7
.
 

(80)

三
竹
、
前
掲
論
文
‘
―
ニ
―
ペ
ー
ジ
。
同
「
連
邦
制
下
の
民
族
対
立
ベ
ル
ギ
ー
の
言
語
集
団
間
対
立
」
宮
島
喬
編
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
論
ー
_
統
合
の
な
か
の
変
容
と
葛
藤
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
八
年
）
―
二
九
ー
一
三
0
ペ
ー
ジ
。

(81)

同
論
文
‘
―
二
九
ペ
ー
ジ
。
ベ
ル
ギ
ー
の
王
制
が
統
合
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
三
竹
直
哉
、
「
統
合
の
最
後
の
砦
ベ
ル

ギ
ー
の
王
制
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
五
九
号
、
一
九
九
九
年
）
一
ー
ニ
‘
1
0
-
―
一
、
一
六
ー
一
九
、
一
九
ー
ニ
―
‘
二
四
ー
ニ
五

ペ
ー
ジ
。
ま
た
、

J.
F
i
t
z
m
a
u
r
i
c
e
,
 op. 
cit., 
pp. 8
3
-
8
7
.
 

及
び
、

E.
L
a
m
b
e
r
t
s
,
 op. cit., 
p. 
3
8
1
.
 

も
参
照
。
「
政
治
危
機
」
と
は
、
フ
ー
ロ
ン

―
二
八

（
九
八
八
）



国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

―
二
九

（
一
九
六
三
年
の
新
言
語
法
の
制
定
の
際
、
フ
ラ
マ
ン
地
域
に
併
合
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
の
多
い
街
）
を
め
ぐ
る
問
題
（
首
長
と
な
っ
た

フ
ラ
ン
ス
語
系
の
ア
ッ
パ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
語
使
用
を
強
行
し
地
域
間
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
）
で
一
九
八
七
年
に
内
閣
が
倒
れ
、
選
挙
後
一

0
0

日
以
上
も
次
の
政
権
が
成
立
し
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
J
.

Fitzmaurice, op. 
cit., 
1
3
5
 ,
 14
0
.
 

(82)

三
竹
直
哉
「
連
邦
制
下
の
民
族
対
立
ー
ベ
ル
ギ
ー
の
言
語
集
団
間
対
立
」
、
一
三
―
―
-
l
一
三
五
ペ
ー
ジ
。

(83) 
M
.
 Martiniello, op. 
cit., 
pp. 1
3
3
 ,
 1
3
5
.
 

(84) 
J. 
Fitzmaurice, op. 
cit., 
pp. 1
4
5
 ,
 1
4
6
.
 

(85) 
Ali Kazancigil,'
＾
 

A
 Prospective V
i
e
w
 o
n
 the E
u
r
o
p
e
a
n
 N
a
t
i
o
n
 State a
n
d
 Unification", in J
.
 

livonen ed・, 
op. 
cit., 
p. 
1
2
7
.
 

(86)J• 

Kaplinski, op. 
cit., 
pp. 
114 ,
 
115 ,
 

(87) 

A. Smith, N
a
t
i
o
n
a
l
 ldentitiy》

p.
1
7
4
 ,
（
邦
訳
、
二
九
四
ペ
ー
ジ
）
。

A

．
ス
ミ
ス
の
ベ
ル
ギ
ー
の
状
態
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
は
、

A
n
t
h
o
n
y
 D. Smith, N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
 in the T
w
e
n
t
i
e
t
h
 Century. 
ア
ン
ソ
ニ
ー

•
D

．
ス
ミ
ス
、
巣
山
靖
司
監
訳
『
二
0
世
紀
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
、
法
津
文
化
社
、
一
九
九
五
年
、
二
四
三
ペ
ー
ジ
。

(88) 

A. Kazancigil, op. 
cit., 
pp. 1
2
2
 ,
 12
3
.
 

(
8
9
)
I
b
足.,
pp. 1
2
3
 ,
 1
2
4
.
 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る

E
u

の
対
応
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
乾
「
重
層
化
す
る
政
治
空
間
—
|
_
ボ
ス
ト
通
貨

統
合
の
秩
序
像
」
（
『
世
界
』
一
九
九
九
年
二
月
号
）
九
八
l
九
九
ペ
ー
ジ
。

(90)A• 

Kazancigil, op. 
cit., 
pp. 1
2
4
 ,
 1
2
7
.
 

(91) 
I
b
i
d
.
,
 
pp. 1
2
7
 ,
 1
2
8
.
 

(
9
2
)
I
b

界
p.
1
2
6
.
 

_
 

(93)

こ
う
し
た
点
で
本
稿
の
議
論
は
、
「
帝
国
」
の
秩
序
を
予
測
す
る
野
田
の
議
論
（
註
(
1
)
を
参
照
）
と
は
異
な
る
。
「
三
空
間
併
存
」
に
つ
い
て

は
、
梶
田
孝
道
『
統
合
と
分
裂
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
四
ペ
ー
ジ
。
欧
州
に
お
け
る
「
三
空
間
併
存
」
へ
の
移
行
プ
ロ

セ
ス
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
一

0
ー
四
0
ペ
ー
ジ
。

(94)

若
林
、
前
掲
論
文
、
二

0
五
l
―
1
0
六
ペ
ー
ジ
。
津
田
由
美
子
「
ベ
ル
ギ
ー
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
と
連
邦
制
ー
一
九
九
三
年
の
連
邦
制
へ
の

移
行
に
関
す
る
一
考
察
ー
」
（
『
年
報
政
治
学
一
九
九
四
」
、
一
九
九
四
年
）
五
六
ペ
ー
ジ
。
ベ
ル
ギ
ー
の
国
益
は

E
u
の
市
場
統
合
と
利
益

が
一
致
し
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
小
久
保
康
之
「
ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
三
国
と
欧
州
統
合
の
五
0
年
」
（
『
日
本

E
u学
会
年
報
』
第
ニ
―
号
、

（
九
八
九
）



関
法

第
五
一
巻
五
号

―――
1
0
 
（
九
九

0
)

二
0
0
一
年
）
八
八
、
九
三
ペ
ー
ジ
。

(95) 
Liesbet H
o
o
g
h
e
,
'
＾
 
B
e
l
g
i
a
n
 F
e
d
e
r
a
l
i
s
m
 a
n
d
 t
h
e
 E
u
r
o
p
e
a
n
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
"
,
 in 
B
a
r
r
y
 J
o
n
e
s
 a
n
d
 M
i
c
h
a
e
l
 K
e
a
t
i
n
g
 eds., 
T
h
e
 

E
u
r
o
p
e
a
n
U
n
i
o
n
aミ
d
the Regions, O
x
f
o
r
d
 University Press, 1
9
9
5
,
 
pp. 1
4
7
 ,
 14
9
.
 

(
9
6
)
I
b
界
pp.
1
5
5
 ,
 1
5
7
.
 

Janet Laible, "
N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
 a
n
d
 a
 Critique of E
u
r
o
p
e
a
n
 Integration: 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 f
r
o
m
 the F
l
e
m
i
s
h
 P
a
r
 ,
 

ties", 
in 
M
i
c
h
a
e
l
 K
e
a
t
i
n
g
 a
n
d
 J
o
h
n
 M
c
g
a
r
r
y
 eds., 
M
i
n
o
r
i
t
y
 N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
 a
n
d
 the 
C
h
a
n
g
i
n
g
 International Order, 
O
x
f
o
r
d
 

University Press, 2
0
0
1
,
 
pp. 2
2
7
 ,
 22
8
.
 

(97)

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
一
年
―
二
月
一
三
日
。

(98) 
K
e
n
 E
n
d
o
,
 "
T
h
e
 Principle of Subsidiarity: 
F
r
o
m
 J
o
h
a
n
n
e
s
 Althusius T
o
 J
a
c
q
u
e
s
 Delors", 
T
h
e
 H
o
k
k
a
i
d
o
 L
a
w
 R
e
v
i
e
w
,
 

Vol. 4
4
,
 
N
o
.
 6
,
 
1
9
9
4
,
 
p. 6
2
7
.
 

(99) 
Ibid., 
pp. 6
4
2
 ,
 64
1
.
 

(100) 

Ibid., pp. 6
3
1
 ,
 62
8
.
 

(
1
0
1
)
I
b
i
d
"
 pp. 6
2
8
 ,
 62
2
.
 

(
1
0
2
)
I
b
界
pp.
6
1
3
 ,
 61
1
.
 

(
1
0
3
)
I
b
界
pp.
6
2
9
 ,
 62
8
.
 

(104) 

A. Smith, 
T
h
e
 E
t
h
n
i
c
 Origins o
f
 Nations, pp. 2
2
4
 ,
 22
6
.
 

(
邦
訳
、
二
六
四
ー
ニ
六
六
ペ
ー
ジ
）
。

(105) 

V
.
 L
o
r
w
i
n
,
 
^^
 

Linguistic Pluralism a
n
d
 Political T
e
n
t
i
o
n
 in M
o
r
d
e
r
n
 B
e
l
g
i
u
m
"
,
 pp. 3
9
3
 ,
 39
4
.
 

~
I
!
!
!
§

、
曲
則
埠H寧
日
‘
―
八
‘
-
―
―

ペ
ー
ジ
。
梶
田
「
言
語
紛
争
の
政
治
化
I

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
分
裂
と
統
合
」
二
三
七
ー
ニ
三
八
ペ
ー
ジ
。
列
柱
構
造
が
発
生
し
て
く
る
一
九

世
紀
後
半
の
欧
州
は
、
産
業
化
の
進
展
に
伴
う
社
会
主
義
運
動
の
発
達
、
世
俗
化
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
反
動
に
よ
っ
て
、
組
織
の
噴
出

期
と
も
言
え
る
時
期
に
あ
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
列
柱
構
造
も
こ
の
よ
う
な
情
況
下
か
ら
発
生
し
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
社
会
主
義
に
着
目
し
て

簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
一
九
世
紀
後
半
（
特
に
一
八
八

0
年
代
）
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
自
由
主
義
政
権
の
世
俗
国
家
政
策
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ

ク
が
結
束
を
固
め
、
統
一
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
の
結
成
に
よ
っ
て
自
由
主
義
に
対
す
る
政
治
的
優
位
を
確
立
、
政
権
を
奪
取
し
た
。
一
方
で
は
組
織

化
を
進
め
て
い
た
労
働
運
動
が
、
選
挙
権
の
拡
大
に
伴
っ
て
社
会
主
義
政
党
と
の
関
係
を
深
め
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
社
会
主
義
勢
力
の
動
き
に

も
対
抗
し
て
、
（
特
に
フ
ラ
マ
ン
の
非
カ
ト
リ
ッ
ク
系
）
労
働
運
動
、
農
民
、
中
間
層
の
取
り
込
み
を
は
か
り
、
労
働
運
動
で
は
フ
ラ
マ
ン
主
義



国
民
国
家
の
変
容
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
問
題
に
関
す
る
一
考
察

者
に
対
す
る
幅
広
い
支
持
の
獲
得
に
成
功
し
た
（
フ
ラ
マ
ン
運
動
と
労
働
運
動
は
両
者
と
も
共
通
の
目
的
を
持
っ
た
社
会
闘
争
で
あ
る
と
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
位
置
付
け
ら
れ
た
）
。
こ
う
し
た
中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
と
社
会
主
義
の
「
柱
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
八
八

0
年
代
半
ば
以
降
、
各

政
治
勢
力
は
社
会
変
容
へ
の
対
抗
策
と
し
て
社
会
集
団
の
維
織
化
を
進
め
る
が
、
世
紀
転
換
期
に
は
社
会
維
織
化
と
政
党
に
よ
る
支
持
基
盤
の
拡

大
が
平
行
し
て
進
展
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
津
田
由
美
子
「
ベ
ル
ギ
ー
柱
状
化
に
関
す
る
一
考
察

中
心
に
ー
」
三

ooi-―1
0
三
、
三

0
五
！
三
二

0
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、

E.
L
a
m
b
e
r
t
s
,
 op. cit., 
pp. 3
2
7
 ,
 328, p
p
.
3
3
6
 ,
 342. 
も
参
照

(106) 

V. L
o
r
w
i
n
,
 0
 p. 
cit., 
p. 
394. 

(107) 
Wilfried D
e
w
a
c
h
t
e
r
,
 "
C
h
a
n
g
e
 in 
a
 Particratie "
 T
h
e
 B
e
l
g
i
a
n
 P
a
r
t
y
 S
y
s
t
e
m
 f
r
o
m
 1
9
4
4
 to 
1986", in H
a
n
s
 D
a
a
l
d
e
r
 ed., 
P
a
r
 ,
 

ty Syst s
 
n
s
 in D
e
n
m
a
r
k
,
 Austria, S
w
i
t
z
e
r
l
a
n
d
,
 
T
h
e
 N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
 a
n
d
 B
e
l
g
i
u
m
,
 F
r
a
n
c
e
s
 Pinter, 
1987, pp. 2
9
7
 ,
 
298. 

(108) 

V. L
o
r
w
i
n
,
 op. 
c
 F
 p. 
411. 
ロ
ー
ウ
ィ
ン
が
「
仕
切
ら
れ
た
多
元
主
義
の
構
造
は
非
常
に
弱
ま
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
一
九
七

二
年
の
時
点
で
あ
る
。
し
か
し
津
田
由
美
子
に
よ
れ
ば
、
政
党
の
分
裂
な
ど
が
直
ち
に
列
柱
構
造
を
解
体
に
導
い
た
の
で
は
な
い
。
一
九
七

0
年

代
以
降
の
ベ
ル
ギ
ー
で
は
世
俗
化
と
福
祉
国
家
化
が
進
ん
で
、
サ
ヴ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
結
束
も
弱

ま
っ
た
も
の
の
、
列
柱
社
会
の
解
体
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
。
言
語
・
地
域
利
益
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
政
党
内
の
利
害
は
多
様
化
し
た
が
、

エ
リ
ー
ト
に
よ
る
利
益
調
整
が
は
か
ら
れ
、
地
域
主
義
政
党
も
同
様
の
組
織
を
形
成
し
た
。
八

0
年
代
に
入
っ
て
も
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
財
・

サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
配
分
と
い
う
新
機
能
の
付
与
（
と
い
う
方
法
）
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
が
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
近
年
は
人
々
の
意
識
の

変
化
や
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
信
用
を
失
整
さ
せ
る
事
態
（
汚
職
な
ど
）
の
発
生
に
よ
り
脱
列
柱
化
が
進
ん
で
い
る
。
津
田
由
美
子
「
ペ
ル
ギ
ー
に

お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
紛
争
の
展
開
ー
一
九
七

0
年
代
を
中
心
に
ー
」
一
三
八
ペ
ー
ジ
。
同
、
「
ベ
ル
ギ
ー
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
と
連
邦
制

ー
一
九
九
三
年
の
連
邦
制
へ
の
移
行
に
関
す
る
一
考
察
~
」
五
三

i

五
四
ペ
ー
ジ
。
同
、
「
ベ
ル
ギ
ー
」
一
九
ニ
ペ
ー
ジ
。

(109) 
A
l
f
r
e
d
 
S
t
e
p
a
n
,
 
"
M
o
d
e
r
n
 multinational 
D
e
m
o
c
r
a
c
i
e
s
:
 
t
r
a
n
s
c
e
n
d
i
n
g
 
a
 G
e
l
l
n
e
r
i
a
n
 
o
x
y
m
o
r
o
n
"
,
 in J
.
 

H
a
l
l
 
ed., 
op. 
cit., 
pp. 

2
2
6
 ,
 227. 
な
お
ス
テ
パ
ー
ン
は
、
多
民
族
政
体
に
お
い
て
は
、
議
院
内
閣
制
の
多
元
主
義
的
側
面
や
、
よ
り
広
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の
例
と
し
て
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
の
「
独
立
主
義
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
同
時
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
憲
法
的

原
理
と
は
相
容
れ
な
い
「
国
民
」
概
念
を
含
ん
だ
、
欧
州
の
初
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
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ス
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ー
ン
は
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こ
れ
ら
主
要
な
民
主
主
義
論
者
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
単
一
の
同
質
的

ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
そ
れ
に
同
化
し
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
存
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す
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わ
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族
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」
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、
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族
共
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を
民
玉
化
し
よ
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と
す
る
際
に
生
じ
る
問
題
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議
事
項
に
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と
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い
る
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E
u
の
場
合
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
面
で
も
こ
う
し
た
機
能
を
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

E
u
の
よ
う
な
超
国
家
的
共
同
体
が
、
行
き
所

を
失
っ
た
伝
統
的
地
域
文
化
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
受
け
皿
を
提
供
し
、
旧
来
の
国
民
国
家
と
も
調
和
的
に
複
合
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

創
り
出
す
可
能
性
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
と
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
考
え
ら
れ
る
。
「
大
英
帝
国
臣
民
」
と

い
う
共
有
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
」
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
ィ
が
難
し
く
な
っ
た
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
住
民
に
対
し
、

E
u
（
内
部
で
は
イ
ギ
リ
ス
も
E
u
を
構
成
す
る
一
国
民
国
家
に
な
る
）
が
新
た
な
「
高
次
の
寄
る
辺
」
を
提

供
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
民
国
家
と
地
域
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
合
・
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
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に
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、
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国
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と
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
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」
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